
浦安市地域防災計画(令和３年度修正素案)

新旧対照表
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項 修正後 修正前 根拠

11 第 1 章 総則 第 1章 総則 上位計画の修正

第 2節 防災関係機関、その他関係機関・団体等、市⺠・事業所等の役割 第 2節 防災関係機関、その他関係機関・団体等、市⺠・事業所等の役割

3 指定地⽅⾏政機関 3 指定地⽅⾏政機関

関東総合通信局

1.非常通信の確保等及び関東地方非常通信

協議会の運営に関すること

2.災害時テレコム支援チーム（MIC-TEAM）

の派遣に関すること

3.災害対策用移動通信機器及び災害対策用

移動電源⾞の貸し出しに関すること

4.非常災害時における重要通信の疎通を確

保するため、無線局の開局、周波数等の指定

変更及び無線設備の設置場所等の変更を⼝

頭等により許認可を⾏う特例措置（臨機の

措置）の実施に関すること

5.電気通信事業者及び放送局の被災・復旧

状況等の情報提供に関すること

関東総合通信局

1.非常無線通信の確保等及び関東地方非常

通信協議会の運営に関すること

2.災害対策用移動通信機器及び災害対策用

移動電源⾞の貸し出しに関すること

3.非常災害時における重要通信の疎通を確

保するため、無線局の開局、周波数等の指定

変更及び無線設備の設置場所等の変更を⼝

頭等により許認可を⾏う特例措置（臨機の

措置）の実施に関すること

4.電気通信事業者及び放送局の被災・復旧

状況等の情報提供に関すること

16 第３節 市の概況 第３節 市の概況 時点修正

第１ 自然条件 第１ 自然条件

2 気象 2 気象

令和 2年の本市の気象概況は、月平均気温の最低が１月の

7.5℃、最高が８月の 29.1℃であった。⽉別降⽔量は梅⾬

期及び秋霖期に多く、特に 7月において 228.0ｍｍとなっ

ている。

令和２年の本市の年間平均気温は 16.7℃で、気候はおお

むね温暖な海洋性気候であり、令和２年の年間降⽔量は

1,129.0ｍｍで、全国平均より少雨である。

また、全域が市街化区域であり、雨水浸透域が少ないた

め、都市の中心部の気温が高くなる傾向にある。

加えて、近年の地球温暖化に伴う局地的な集中豪⾬等異常

気象により、都市型水害の影響を受けやすい状況である。

平成 30 年の本市の気象概況は、月平均気温の最低が１月

の 5.1℃、最高が８月の 27.8℃であった。⽉別降⽔量は梅

雨期及び秋霖期に多く、特に９月において 268.0ｍｍとな

っている。

平成 30 年の本市の年間平均気温は 16.8℃で、気候はおお

むね温暖な海洋性気候であり、平成 30年の年間降⽔量は

1,053.5 ｍｍで、全国平均より少雨である。

また、全域が市街化区域であり、雨水浸透域が少ないた

め、都市の中心部の気温が高くなる傾向にある。

加えて、近年の地球温暖化に伴う局地的な集中豪⾬等異常

気象により、都市型水害の影響を受けやすい状況である。

第２ 社会条件 第２ 社会条件 時点修正

1 人口 1 人口

本市の人口は、昭和 40 年代には３万⼈未満であったが、地

下鉄東⻄線の開通や埋⽴事業後の宅地開発等により急激に

増加し、令和３年３月末日現在、170,978 人、82,419 世

本市の人口は、昭和 40 年代には３万⼈未満であったが、地

下鉄東⻄線の開通や埋⽴事業後の宅地開発等により急激に

増加し、令和 2年５⽉末日現在、171,150 人、82,584 世

帯である。 帯である。
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項 修正後 修正前 根拠

17 4 ライフライン 4 ライフライン 時点修正

本市内のガスは主に京葉⽡斯（株）、⽔道は千葉県企業

局、電⼒は東京電⼒パワーグリッド㈱によって供給されて

いる。

また、下⽔道⼈⼝普及率は、99.8％（令和３年３月末日現

在）となっている。

本市内のガスは主に京葉⽡斯（株）、⽔道は千葉県企業

局、電⼒は東京電⼒パワーグリッド㈱によって供給されて

いる。

また、下⽔道⼈⼝普及率は、99.6％（平成 31 年１⽉末日

現在）となっている。

31 第２章 災害予防計画 第２章 災害予防計画 取組による修正

第１節 災害に強い市⺠・組織の形成 第１節 災害に強い市⺠・組織の形成

第１ 防災知識の普及・啓発 第１ 防災知識の普及・啓発

１ 市⺠への啓発 １ 市⺠への啓発

(1) 防災広報活動の推進 (1) 防災広報活動の推進

市は、市⺠の防災意識の⾼揚を図るため、市公式ホームペー

ジや広報うらやすに自助・共助の重要性等の防災情報を掲載

する。

また、防災講演会、市⺠⼤学、出前講座、防災関連動画の配

信等により市⺠に防災知識の普及を図る。

市は、市⺠の防災意識の⾼揚を図るため、市公式ホームペー

ジや広報うらやすに自助・共助の重要性等の防災情報を掲載

する。

また、防災講演会、市⺠⼤学、出前講座等により市⺠に防災

知識の普及を図る。

32 (5) 外国人への支援 (5) 外国人への支援 字句修正

市は、浦安市国際交流協会と連携し、外国⼈に対して防災

知識の普及・啓発を図るとともに、市公式ホームページや

CityNews うらやすなどにより防災情報を提供する。

(略)

市は、浦安市国際交流協会と連携し、外国⼈に対して防災

知識の普及・啓発を図るとともに、市公式ホームページや

CityNews うらやすにより防災情報を提供する。

(略)
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項 修正後 修正前 根拠

33 ２ 災害教訓の伝承 ２ 災害教訓の伝承 字句修正

市は、過去に発生した災害の教訓を後世に伝えるために浦

安震災アーカイブを整備する。

また、浦安市液状化対策技術検討調査委員会、地震防災基

礎調査、国・千葉県の災害に関係する調査の資料を収集

し、市⺠への公開及び、災害広報や防災教育に活⽤できる

よう整理する。

市は、過去に発生した災害の教訓を後生に伝えるために、

官学協働で浦安震災アーカイブを整備する。

また、浦安市液状化対策技術検討調査委員会、地震防災基

礎調査、国・千葉県の災害に関係する調査の資料を収集

し、市⺠への公開及び、災害広報や防災教育に活⽤できる

よう整理する。

37 第２節 災害に強い都市の形成 第２節 災害に強い都市の形成 時点修正

●対策項目と公助の担当機関 ●対策項目と公助の担当機関

項 目 担 当 関係機関

(略) (略) (略)

第３ 市街地の整備

市街地整備課

都市計画課

建築指導課

みどり公園課

危機管理課

―

(略) (略) (略)

項 目 担 当 関係機関

(略) (略) (略)

第３ 市街地の整備

市街地開発課

都市計画課

建築指導課

みどり公園課

危機管理課

―

(略) (略) (略)

39 第３ 市街地の整備 第３ 市街地の整備 取組による修正

１ 密集市街地の改善 １ 密集市街地の改善

(略) (略)

■推進事業

○(削除)

○(削除)

○新中通り周辺市街地整備事業

○狭あい道路拡幅整備事業

○浦安駅周辺⼟地区画整理事業

○猫実Ａ地区⼟地区画整理事業

○堀江・猫実元町中央地区密集市街地防災まちづくり

■推進事業

○猫実五丁目東地区住環境整備事業

○堀江・猫実Ｂ地区⼟地区画整理事業

○新中通り周辺市街地整備事業

○狭あい道路拡幅整備事業

○浦安駅周辺⼟地区画整理事業

○猫実Ａ地区⼟地区画整理事業

○堀江・猫実元町中央地区防災まちづくり
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項 修正後 修正前 根拠

40 第 5 道路・交通施設の安全化 第 5 道路・交通施設の安全化 取組による修正

道路は、災害発⽣時に緊急⾞両の通⾏、⾷料・物資の輸送

等の重要な役割を担うとともに、延焼火災に対しては延焼

を遮断する防災空間としての効果も有している。

市は、千葉県の指定した緊急輸送道路と有機的連携を結ぶ

ことを基本に、市の緊急輸送道路を指定し、防災⾯に配慮

した道路ネットワークを形成するとともに、耐震性の⾼い

道路整備を⾏うものとする。

また、市は、国が指定した重要物流道路及び代替補完路に

ついて安全確保に努めるものとする。

なお、液状化対策については、本章第３節に記載する。

道路は、災害発⽣時に緊急⾞両の通⾏、⾷料・物資の輸送

等の重要な役割を担うとともに、延焼火災に対しては延焼

を遮断する防災空間としての効果も有している。

市は、千葉県の指定した緊急輸送道路と有機的連携を結ぶ

ことを基本に、市の緊急輸送道路を指定し、防災⾯に配慮

した道路ネットワークを形成するとともに、耐震性の⾼い

道路整備を⾏うものとする。。

なお、液状化対策については、本章第３節に記載する。

42 第３節 地盤対策、津波対策 第３節 地盤対策、津波対策 時点修正

第１ 液状化対策 第１ 液状化対策

１ 公共施設の液状化対策 １ 公共施設の液状化対策

(3) 文教施設、厚生施設 (3) 文教施設、厚生施設

市は、幼稚園・認定こども園、⼩・中学校や公⺠館などの

文教施設、保育園などの厚生施設等の液状化対策を推進す

る。

市は、幼稚園、⼩・中学校や公⺠館などの⽂教施設、保育園

などの厚生施設等の液状化対策を推進する。

46 第 4節 災害に強い施設等の整備 第 4節 災害に強い施設等の整備 取組による修正

第 1 防災拠点施設 第 1 防災拠点施設

2 地域拠点の整備 2 地域拠点の整備

市は、地域コミュニティの防災活動拠点(特に災害時に情報

を収集し、地域住⺠に伝達するための拠点)として自治会集

会所を位置づけ、機能確保に努める。

また、指定避難所等、防災備蓄倉庫、救援物資受入所、一

時滞在施設、救護所、消防署等を災害対応活動に必要な地

域の防災拠点施設として位置づけ、施設の維持・更新によ

り防災拠点機能の充実を図る。

市は、地域コミュニティの防災活動の拠点として自治会集会

所を位置づけ、情報伝達等の機能確保に努める。

また、指定避難所等、防災備蓄倉庫、救援物資受入所、一時

滞在施設、救護所、消防署等を災害対応活動に必要な地域の

防災拠点施設として位置づけ、施設の維持・更新により防災

拠点機能の充実を図る。

47 第 3 備蓄施設等の整備 第３ 備蓄施設等の整備 取組による修正

2 備蓄物資等の整備 2 備蓄物資等の整備

(3) 物資調達・輸送調整等支援システムの活用 (新設)

市は、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらか

じめ、備蓄物資や物資拠点の登録を推進する。

(新設)
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項 修正後 修正前 根拠

48 第４ 避難施設の整備 第４ 避難施設の整備 災害対策基本法

等の改正
市は、法に基づき、公共施設等を指定避難所等として指定す

るものとする。

なお、法に定める要配慮者のうち、避難生活に特別の配慮を

要する高齢者、障がい者等を支援するため、指定福祉避難所

を指定するものとする。

また、指定避難所等を周知するため避難場所誘導板、避難場

所標示板等を設置するものとする。

市は、法に基づき、公共施設等を指定避難所等として指定

するものとする。

なお、法に定める要配慮者のうち、避難生活に特別の配慮

を要する高齢者、障がい者等を支援するため、福祉避難所

を指定するものとする。

また、指定避難所等を周知するため避難場所誘導板、避難

場所標示板等を設置するものとする。

48 １ 指定避難所等の指定・整備 １ 指定避難所等の指定・整備 災害対策基本法

等の改正(2) 指定福祉避難所の指定 (2) 福祉避難所の指定
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項 修正後 修正前 根拠

市は、避難生活に特別の配慮を要する高齢者、障がい者等

を⽀援するため、福祉施設、公⺠館及び⺠間の福祉サービ

ス事業所等を指定福祉避難所として指定する。

市は、避難生活に特別の配慮を要する高齢者、障がい者等

を⽀援するため、福祉施設、公⺠館及び⺠間の福祉サービ

ス事業所等を福祉避難所として指定する。

49 第５節 消防体制の強化 第５節 消防体制の強化 取組による修正

第１ 消防⼒の強化 第１ 消防⼒の強化

２ 消防設備、資機材等の整備 ２ 消防設備、資機材等の整備

(1) 消防指令業務の共同運用 (1) 消防指令業務の共同運⽤

市は、千葉県北⻄部 10 市（松⼾市、市川市、野⽥市、習

志野市、柏市、流⼭市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、

浦安市）の共同指令センターにおいて、災害に対する初期

対応の充実及び応援体制の強化を図る。

市は、千葉県北⻄部６市（松⼾市、市川市、野⽥市、流⼭市、

鎌ケ谷市、浦安市）の共同指令センターにおいて、災害に対

する初期対応の充実及び応援体制の強化を図る。

50 第 2 救急救助体制の充実、強化 第 2 救急救助体制の充実、強化 取組による修正

1 資機材の整備 1 資機材の整備

(3) ドローンの整備 (3) ドローンの整備

市は、ドローンの計画的導⼊を図り、救急救助活動の効率

化及び⾼度化を図る。

市は、救急救助活動の効率化及び⾼度化を図るためドローン

の整備を推進する。

50 第 3 消防団の充実 第 3 消防団の充実 字句修正

2 消防団員の確保 2 消防団員の確保

(2) ⼥性消防団員の確保 (2) ⼥性消防団員の確保

市は、地域の防災リーダーとして⼥性消防団員の確保や能⼒活⽤

を図るとともに、⼥性団員が活躍できる環境を整備する。

市は、地域の防災リーダーとして⼥性消防団員の確保や能⼒活⽤を

図るとともに、⼥性団員が活動できる環境を整備する。

53 第 6節 応急対応⼒の強化 第 6節 応急対応⼒の強化 時点修正

●対策項目と公助の担当機関 ●対策項目と公助の担当機関

項 目 担 当 関係機関

(略) (略) (略)

第８ 建築物対策

建築指導課

市街地整備課

住宅課

固定資産税課

収税課

営繕課

教育施設課

―

(略) (略) (略)

項 目 担 当 関係機関

(略) (略) (略)

第８ 建築物対策

建築指導課

市街地開発課

住宅課

固定資産税課

収税課

営繕課

教育施設課

―

(略) (略) (略)



7

項 修正後 修正前 根拠

54 第１ 協⼒体制の確⽴ 第１ 協⼒体制の確⽴ 上位計画の修正

１ 組織体制の整備 １ 組織体制の整備

(1) 職員の防災⼒強化 (1) 職員の防災⼒強化

市は、対策部ごとに浦安市地域防災対策マニュアルの不断

の検証を⾏い、組織としての防災⼒の向上を図る。

また、災害対応経験者をリスト化するなど、災害時に活用

できる人材を確保し、即応できる体制を整備する。

市は、対策部ごとに浦安市地域防災対策マニュアルの不断の

検証を⾏い、組織としての防災⼒の向上を図る。

55 ３ 受援対象業務の選定及び受援⼒の向上 ３ 受援対象業務の選定及び受援⼒の向上 上位計画の修正

(2) 受援⼒の向上 (2) 受援⼒の向上

市は実践型訓練等を通じて、受援体制や受援対象業務の選

定等を⾒直すとともに、応急対策職員派遣制度を活用した

応援職員の受け入れについて、活用方法の習熟、発災時に

おける円滑な活⽤の促進に努める。

市は、実践型訓練等を通じて、受援体制や受援対象業務の選

定等を⾒直すとともに、その習熟を図る。

57 第４ 学校等・指定避難所対策 第 4 学校等・指定避難所対策 上位計画の修正

１ 指定避難所開設・運営の協⼒体制構築 1 指定避難所開設・運営の協⼒体制構築

(3) 避難所等における感染症対策の推進 (3) (新設)

避難所となる施設については、良好な⽣活環境を確保するた

めに、換気、照明等の施設の整備を推進する。

また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策につい

て、平常時から市川健康福祉センターと連携して対応を検

討する。

(新設)

58 第 5 給水・物資供給対策 第 5 給水・物資供給対策 上位計画の修正

2 生活関連物資等の確保 ２ 生活関連物資等の確保

(2) 家庭内等の備蓄 (2) 家庭内等の備蓄

市⺠及び事業所は、それぞれの家族構成等を鑑み必要品⽬

を検討した上で、最低でも３日分以上（推奨１週間）の生

活関連物資の備蓄として飲料⽔や⾷料の備蓄やモバイルバ

ッテリー等の準備のほか、感染症対策としてマスク、消毒

液の備蓄を⾏う。また、⾃動⾞へのこまめな給油を⾏う。

特に、高齢者、障がい者、乳幼児や食物アレルギーをもつ

家族がいる場合は、それぞれ必要とする介護用具、医薬

品、粉ミルク、液体ミルク、哺乳瓶、アレルギー対応食等

の備蓄を⾏う。

また、ペットを飼養している場合は、ペットのための防災

用具、ゲージ及び餌等を備蓄する。

市⺠及び事業所は、それぞれの家族構成等を鑑み必要品⽬を

検討した上で、最低でも３日分以上（推奨１週間）の生活関

連物資の備蓄を⾏う。特に、⾼齢者、障がい者、乳幼児や⾷

物アレルギーをもつ家族がいる場合は、それぞれ必要とする

介護用具、医薬品、粉ミルク、液体ミルク、哺乳瓶、アレル

ギー対応⾷等の備蓄を⾏う。

また、ペットを飼養している場合は、ペットのための防災用

具、ゲージ及び餌等を備蓄する。
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項 修正後 修正前 根拠

59 ■備蓄目標の考え方

(略)

市

自助・共助により賄われる備蓄物資等を補完する

目的で、発災直後の生命維持や生活に最低限必要

な「⾷料や飲料⽔」などを中⼼に３⽇分程度を備

蓄する。

（浦安市災害時の緊急物資等の備蓄に関する計

画）より

家庭

家族の⽣活関連物資（特に飲料⽔・⾷料等の⽣活

必需品）等を最低でも3日分以上（推奨１週間）

備蓄する。

事業所

従業員、利⽤者の⽣活関連物資（特に飲料⽔・⾷

料等の⽣活必需品）等を最低でも３⽇分以上（推

奨１週間）を備蓄する。

■備蓄目標の考え方

(略)

市

○飲料⽔

断⽔等により飲料⽔が確保できない市⺠等を対

象に３⽇分以上の飲料⽔を確保する。

○⾷料

・建物被害による避難者 29,825 人を対象とす

る。

・⾷料は１⽇２⾷とし、３⽇分を備蓄する。

29,825 人×２食×３日＝ 178,950 食

・帰宅困難者 53,240 食（２食分）や家屋等の倒

壊、焼失等で⾷料を確保できない市⺠への予備分

を含め、24 万⾷程度を備蓄する。

家庭

家族の⽣活関連物資（特に飲料⽔・⾷料等の⽣活

必需品）等を最低でも３日分以上（推奨１週間）

備蓄する。

事業所

従業員、利⽤者の⽣活関連物資（特に飲料⽔・⾷

料等の⽣活必需品）等を最低でも３⽇分以上（推

奨１週間）を備蓄する。

取組による修正

(4) 燃料供給体制の整備 (新設) 上位計画の修正

市はあらかじめ、⽯油販売業者と燃料の優先供給につい

て、協定の締結を推進するとともに、平常時から受注機会

の増大などに配慮する。

(新設)

60 第 6 防疫・清掃・環境対策 第 6 防疫・清掃・環境対策 取組による修正

2 廃棄物処理対策 2 廃棄物処理対策

(1) 仮置き場の設置 (1) 仮置き場の設置

市は、「浦安市災害廃棄物処理計画」に基づき、災害廃棄

物の仮置き場を速やかに設置できるよう、候補地を検討す

る。

市は、災害廃棄物の仮置き場を速やかに設置できるよう、候

補地を検討する。
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項 修正後 修正前 根拠

(2) (削除) (2) ガイドライン等の作成 第 4 章 第 14 節

第 1 3.「災害廃

棄物の処理」へ統

合

(削除) 市は、仮置き場への分別・排出方法に関するガイドライン及

び災害廃棄物の分別表を作成し、自治会自主防災組織等に配

布する。

また、⾃治会の環境部⾨の役員や廃棄物減量等推進員を通じ

て、市と⾃治会⾃主防災組織との協⼒体制を構築する。

(2) 災害廃棄物処理計画等の作成 (3) 災害廃棄物処理計画等の作成 取組による修正

市は、浦安市地域防災計画の修正のほか、国が⾏う法整備や

指針の策定状況、千葉県災害廃棄物処理計画の修正等を踏ま

え、計画の実効性を⾼めるために適宜⾒直しを⾏う。

市は、国の災害廃棄物対策指針及び千葉県災害廃棄物処理計

画と整合を図りつつ、災害廃棄物処理計画及び災害廃棄物処

理実⾏計画を作成し、必要な体制を整備する。

(3) 収集処理事業者との協定締結 (4) 収集処理事業者との協定締結

63 第 7節 要配慮者対策 第 7節 要配慮者対策 災害対策基本法

等の改正●対策項目と公助の担当機関

組織 担 当 関係機関

第1 避難⾏動

要支援者の対策

社会福祉課

障がい福祉課

障がい事業課

高齢者福祉課

高齢者包括支援課

中央地域包括支援センター

介護保険課

自治会自主

防災組織、浦

安市⺠⽣委

員児童委員

協議会、⺠間

サービス事

業所等

(略) (略) (略)

●対策項目と公助の担当機関

組織 担 当 関係機関

第1 避難⾏動

要支援者の対策

社会福祉課

障がい福祉課

障がい事業課

高齢者福祉課

高齢者包括支援課

猫実地域包括支援センター

介護保険課

自治会自主

防災組織、浦

安市⺠⽣委

員児童委員

協議会、⺠間

サービス事

業所等

(略) (略) (略)

64 第 1 避難⾏動要⽀援者の対策 第 1 避難⾏動要⽀援者の対策

１ 避難⾏動要⽀援者⽀援 １ 避難⾏動要⽀援者⽀援

(2) 個別計画の作成 (2) 個別計画の推進

市は、避難支援等関係者の協⼒により、避難⾏動要⽀援者

一人ひとりの避難支援計画となる「浦安市災害時要援護者

避難支援プラン〈個別計画〉」を作成する。

市は、避難支援等関係者の協⼒により、避難⾏動要⽀援者⼀

人ひとりの避難支援計画となる「浦安市災害時要援護者避難

支援プラン〈個別計画〉」の作成を推進する。

(略) (略)
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項 修正後 修正前 根拠

３ 指定福祉避難所の整備 ３ 福祉避難所の整備 災害対策基本法

等の改正市は、災害時において、避難生活に特別の配慮を要する高齢

者、障がい者等を支援するため、法に基づいて指定福祉避難

所を指定し、必要な備品、消耗品等の備蓄を計画的に推進す

る。

また、福祉施設や⺠間の福祉サービス事業所等との協定を

結び、指定福祉避難所の拡充を推進する。

市は、災害時において、避難生活に特別の配慮を要する高齢

者、障がい者等を支援するため、法に基づいて福祉避難所を

指定し、必要な備品、消耗品等の備蓄を計画的に推進する。

また、福祉施設や⺠間の福祉サービス事業所等との協定を結

び、福祉避難所の拡充を推進する。

第 2 要配慮者利⽤施設の対策 第 2 要配慮者利⽤施設の対策 上位計画の修正

２ 施設の安全確保 2 施設の安全確保

市は、要配慮者利⽤施設がガラスの⾶散防⽌や棚等の固定

等施設の安全対策を⾏うための⽀援を⾏う。

また、要配慮者利⽤施設が必要な資機材、備品、飲料⽔、

⾷料等の備蓄を推進するための⽀援を⾏うほか、発災後 7

2 時間の事業継続が可能となる非常用電源の確保を推進す

る。

市は、要配慮者利⽤施設がガラスの⾶散防⽌や棚等の固定等

施設の安全対策を⾏うための⽀援を⾏う。

また、要配慮者利⽤施設が必要な資機材、備品、飲料⽔、⾷

料等の備蓄を推進するための⽀援を⾏う。

第 3 外国人への支援対策 第 3 外国人への支援対策 字句修正

1 外国人への啓発 1 外国人への啓発

市は、要配慮者のうち、外国人を対象として、防災マップや

防災知識を掲載したパンフレット等を多言語で記載して配

布する。

(略)

市は、要配慮者のうち、外国人を対象として、防災マップや

防災知識を掲載したパンフレット等を数ヶ国語で記載して

配布する。

(略)

65 3 具体的支援対策 3 具体的支援対策 字句修正

市は、⽇本語が理解できない外国⼈のために指定避難所にお

ける注意事項や生活情報等を多言語で表示したシートを作

成し、指定避難所となる施設に備蓄する。

また、(仮)災害時外国人支援センターを設置し、多言語に

よる情報発信を⾏う。

市は、⽇本語が理解できない外国⼈のために指定避難所にお

ける注意事項や生活情報等を数ヶ国語で表示したシートを

作成し、指定避難所となる施設に備蓄する。

また、(仮)災害時外国人支援センターを設置し、多言語によ

る情報発信を⾏う。

66 第８節 帰宅困難者対策 第８節 帰宅困難者対策 取組による修正

第 2 帰宅困難者への⽀援 第 2 帰宅困難者への⽀援

２ 一時滞在施設の確保 ２ 一時滞在施設の確保
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項 修正後 修正前 根拠

市は、耐震性等の安全性を考慮したうえで、駅周辺の滞留者

等を一時的に受け入れるための一時滞在施設の確保を図る。

⺠間施設については、当該事業者と協議を⾏い、事前に協

定を締結する。

■帰宅困難者⼀時滞在施設

公共施設
中央公⺠館、市⺠プラザWave101、

J:COM浦安音楽ホール、総合体育館

⺠間施設 災害協定（帰宅困難者⽀援）締結先

市は、耐震性等の安全性を考慮したうえで、駅周辺の滞留者

等を一時的に受け入れるための一時滞在施設の確保を図る。

⺠間施設については、当該事業者と協議を⾏い、事前に協定

を締結する。

（新設）

69 第 10 節 水害対策 ※浦安市水防計画 第 10節 水害対策 ※浦安市水防計画 時点修正

●対策項目と公助の担当機関 ●対策項目と公助の担当機関

組織 担 当 関係機関

第１ 治水事業の推進 道路整備課
千葉県葛南

土木事務所

第2 適切な施設維持管理
道路整備課

道路管理課

千葉県葛南

土木事務所

第3 ⽔害に対する知識の普

及・啓発
危機管理課

千葉県河川

環境課

千葉県葛南

土木事務所

第４ 水防法に基づく避難

体制の整備

危機管理課

健康増進課

保育幼稚園課

介護保険課

高齢者福祉課

障がい事業課

教育総務課

医療機関、社

会福祉施設、

私⽴幼稚園・

保育園

千葉県葛南

土木事務所

第５ 水防用資器材の整備 道路整備課
千葉県葛南

土木事務所

第６ 高潮対策
危機管理課

道路整備課

千葉県葛南

土木事務所

第７ 避難体制の整備
危機管理課

教育総務課

組織 担 当 関係機関

第１ 治水事業の推進 道路整備課
千葉県葛南

土木事務所

第2 適切な施設維持管理 道路整備課
千葉県葛南

土木事務所

第3 ⽔害に対する知識の

普及・啓発
危機管理課

千葉県河川

環境課

千葉県葛南

土木事務所

第４ 水防法に基づく避難

体制の整備

危機管理課

健康増進課

保育幼稚園課

介護保険課

高齢者福祉課

障がい事業課

教育総務課

医療機関、社

会福祉施設、

私⽴幼稚園・

保育園

第５ 水防用資器材の整備 道路整備課 ―

第６ 高潮対策 道路整備課
千葉県葛南

土木事務所

第７ 避難体制の整備
危機管理課

教育総務課
―
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項 修正後 修正前 根拠

69 第１ 治水事業の推進 第１ 治水事業の推進 取組による修正

１ 河川改修等 １ 河川改修等

千葉県は、河川の治⽔対策として、低地対策河川事業及び

県単水辺環境整備事業や広域河川改修事業により、地盤改

良及び護岸の改築等の河川の改修を進めている。市は、そ

の他の河川についても、防災機能の向上とあわせて良好な

⽔辺環境となるよう、整備の具体化に向けて千葉県と連携

を図る。また、境川河⼝部の⽔⾨の新設について、千葉県

と協議を進める。

江⼾川流域では、あらゆる関係者が協働して流域全体で⽔

害を軽減させる治⽔対策である「流域治⽔」を計画的に推

進するため、国⼟交通省、流域の⾃治体からなる「江⼾川

流域治⽔協議会」が設⽴されている。また、千葉県では、

県内⼆級河川の流域の⾃治体からなる「東京湾北部圏域流

域治⽔協議会」が設⽴されている。市は、平常時からこれ

ら関係者との連携を図る。

千葉県は、河川の治⽔対策として、低地対策河川事業及び県

単⽔辺環境整備事業や広域河川改修事業により、地盤改良及

び護岸の改築等の河川の改修を進めている。市は、その他の

河川についても、防災機能の向上とあわせて良好な⽔辺環境

となるよう、整備の具体化に向けて千葉県と連携を図る。ま

た、境川河⼝部の⽔⾨の新設について、千葉県と協議を進め

る。

２ 流域対策（⾬⽔貯留施設） ２ 流域対策（⾬⽔貯留施設） 取組による修正

市は、⾬⽔管理総合計画に基づき、市内の学校の校庭や公

園、道路の地下への⾬⽔貯留施設の整備を⾏う。また、⺠

有地の宅地に対しては、浦安市宅地開発事業等に関する条

例に基づき、⾬⽔貯留施設の設置指導を継続する。

市は、市内の学校の校庭や公園、道路の地下への⾬⽔貯留

施設の整備を⾏う。また、⺠有地の宅地に対しては、浦安

市宅地開発事業等に関する条例に基づき、⾬⽔貯留施設の

設置指導を継続する。

70 第３ ⽔害に対する知識の普及・啓発 第３ ⽔害に対する知識の普及・啓発 災害対策基本法

等の改正本市及び千葉県は、⽔害による被害の軽減を図るため、浸

水のおそれのある地域をあらかじめ調査し、「想定最大規

模降⾬」に対応した浸⽔想定区域を把握するものとする。

また、住⺠⾃らがあらかじめ豪⾬による地域の危険性を理

解し、⾃⾝に最も適した避難⾏動につなげるため、浸⽔情

報や避難場所等の必要な情報を記載した洪水ハザードマッ

プを作成・配布するとともに、場所にいる人まで避難所等

に⾏く必要がないこと、警戒レベル４で「危険な場所から

全員避難」すべきこと等の避難情報の意味について、広報

紙、市公式ホームページ等により地域住⺠への周知を⾏う

ものとする。

本市及び千葉県は、⽔害による被害の軽減を図るため、浸⽔

のおそれのある地域をあらかじめ調査し、「想定最⼤規模降

雨」に対応した浸水想定区域を把握するものとする。

また、住⺠⾃らがあらかじめ豪⾬による地域の危険性を理解

し、⾃⾝に最も適した避難⾏動につなげるため、浸⽔情報や

避難場所等の必要な情報を記載した洪水ハザードマップを

作成・配布するとともに、広報紙、市公式ホームページ等に

より地域住⺠への周知を⾏うものとする
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項 修正後 修正前 根拠

71 第６ 高潮対策 第６ 高潮対策 災害対策基本法

等の改正２ 情報伝達体制の構築 ２ 情報伝達体制の構築

市は、気象庁が発表する高潮情報を迅速に伝達し、安全な

場所に避難するよう指示するための体制を整備する。

(略)

市は、気象庁が発表する高潮情報を迅速に伝達し、安全な場

所に避難するよう勧告・指示するための体制を整備する。

(略)

第 7 避難体制の整備 第 7 避難体制の整備 災害対策基本法

等の改正1 ⽔害時における避難⾏動の検討 １ ⽔害時における避難⾏動の検討

(1) 被害の発生予想が可能となるような情報収集 (1) 被害の発生予想が可能となるような情報収集

適切な避難⾏動を開始するためには、被害の発⽣予想が可

能となるように平常時よりハザードマップ等により自らが

居住する地域の危険度を認識するとともに、⼤⾬時には、

テレビ、ラジオ、インターネット、防災⾏政無線等、多様

なメディアを通して、気象官署の発表する予警報や地方公

共団体の避難情報、防災・災害情報を幅広く収集する必要

がある。

適切な避難⾏動を開始するためには、被害の発⽣予想が可能

となるように平常時よりハザードマップ等により自らが居

住する地域の危険度を認識するとともに、⼤⾬時には、テレ

ビ、ラジオ、インターネット、防災⾏政無線等、多様なメデ

ィアを通して、気象官署の発表する予警報や地方公共団体の

避難勧告等、防災・災害情報を幅広く収集する必要がある。

72 (2) 避難⾏動 (2) 避難⾏動 取組による修正

■避難⾏動 ■避難⾏動

災害が発生する

まで時間に余裕

がある場合

・⾃宅の安全を確保したうえで、在宅

避難

・近隣の安全な場所・建物への移動

・市外の親戚、知⼈宅や宿泊施設への

移動

・開設された待避所への移動

災害の発⽣が切

迫している場合

① 冠水時等の屋外移動の回避

・夜間や激しい降⾬時、道路冠⽔時

等、避難路上の危険箇所の把握が困難

な場合は、屋外での移動は極⼒避け

る。

② 屋内での待避等の安全確保

・急激な降⾬や浸⽔により待避所へ

移動することが困難な場合、状況に応

じて、⾃宅等の上階等へ緊急的に⼀時

避難し、救助を待つ

災害が発生する

まで時間に余裕

がある場合

・開設された待避所への移動

・近隣の安全な場所・建物への移動

・市外の親戚、知⼈宅や宿泊施設への

移動

災害の発⽣が切

迫している場合

① 冠水時等の屋外移動の回避

・夜間や激しい降⾬時、道路冠⽔時

等、避難路上の危険箇所の把握が困難

な場合は、屋外での移動は極⼒避け

る。

② 屋内での待避等の安全確保

・急激な降⾬や浸⽔により待避所へ

移動することが困難な場合、状況に応

じて、⾃宅等の上階等へ緊急的に⼀時

避難し、救助を待つ
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項 修正後 修正前 根拠

2 待避所等の開設及び運営体制の整備 2 待避所等の開設及び運営体制の整備 上位計画の修正

(4) 男⼥共同参画の視点からの取り組み (4) (新設)

市は、待避所等の運営体制について、できるだけ⼥性の参画

を推進するとともに、男⼥のニーズの違い等、男⼥双⽅の視

点等に配慮する。

(新設)

74 第 11 節 風害対策 第 11 節 風害対策 上位計画の修正

第２ 電⼒施設⾵害防⽌対策 第２ 電⼒施設⾵害防⽌対策

2 塩害対策 2 塩害対策

(1) 送電設備 (1) 送電設備 字句修正

耐塩用懸垂がいしまたは、懸垂がいしの増結で対処するとと

もに、必要に応じがいし清掃を実施する。

(略)

耐塩がいしまたはがいし増結で対処するとともに、必要に応

じがいし清掃を実施する。

(略)

3 停電対策 (新設)

(1) 情報提供体制の整備 (新設)

市は、東京電⼒パワーグリッド(株)と連携し、通信障害が発

生した場合の被災者に対する情報提供体制について整備を

図る。

また、東京電⼒パワーグリッド(株)は停電時にインターネッ

ト等を使用できない被災者に対する被害情報等の伝達に係

る体制の整備に努めるものとする。

(新設)

(2) 電源⾞の配備 (新設) 上位計画の修正

市及び千葉県は、電⼒復旧を優先すべき、病院、要配慮者に

関わる社会福祉施設等のリスト化を⾏い、早期の停電復旧が

必要な際の電源⾞の配備先候補案を作成するよう努める。

(新設)

76 第 12 節 雪害対策 第 12 節 雪害対策 取組による修正

本市は豪雪地帯でないため、家屋が倒壊するような大規模

な被害は想定されないが、道路の凍結や鉄道の運転停⽌な

ど、社会的機能の低下が⾒込まれるほか、多くの帰宅困難

者が発生すること等を鑑み、「雪害対策方針」に基づき、

これらの被害を防⽌⼜は軽減するための対策を⾏うものと

する。

本市は豪雪地帯でないため、家屋が倒壊するような大規模な

被害は想定されないが、道路の凍結や鉄道の運転停⽌など、

社会的機能の低下が⾒込まれるほか、多くの帰宅困難者が発

生すること等を鑑み、「大雪による除雪対策方針」に基づき、

これらの被害を防⽌⼜は軽減するための対策を⾏うものと

する。
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項 修正後 修正前 根拠

80 第 14 節 大規模事故災害対策 第 14 節 大規模事故災害対策 時点修正

●対策項目と公助の担当機関 ●対策項目と公助の担当機関

項 目 担 当 関係機関

第１ 大規模火災

市街地整備課

みどり公園課

消防本部

―

(略) (略) (略)

項 目 担 当 関係機関

第１ 大規模火災

市街地開発課

みどり公園課

消防本部

―

(略) (略) (略)

85 第３章 応急活動体制 第３章 応急活動体制 字句修正

第１節 災害対策本部設置時の体制（共通） 第１節 災害対策本部設置時の体制（共通）

第１ 災害対策本部の設置・解散 第１ 災害対策本部の設置・廃止

４ 災害対策本部の解散 ４ 災害対策本部の解散

87

(略)

■災害対策本部の組織と事務分掌

(略)

(略)

■災害対策本部の組織と事務分掌

(略)

取組による修正

組織 基本的な役割・業務(所掌事務)

（略） （略）

環境衛生対策部

▶トイレ対策に関すること。（環境衛生課

⻑）

▶廃棄物処理対策に関すること。（ごみゼ課

⻑）

▶災害廃棄物処理に関すること。（ごみゼ課

⻑、クリーンセンター⻑）

▶動物対策に関すること。（環境衛⽣課⻑）

環境保全に関すること。（環境保全課⻑）

▶防疫に関すること。（環境衛⽣課⻑、健康

増進課⻑）

(略) (略)

援護対策部

▶要配慮者対策（在宅高齢者）に関するこ

と。（⾼齢者包括⽀援課⻑、地域包括

⽀援センター所⻑）

▶要配慮者対策（⼊所施設）に関すること。

（⾼齢者福祉課⻑）

組織 基本的な役割・業務(所掌事務)

（略） （略）

環境衛生対策部

▶トイレ対策に関すること。（環境衛⽣課

⻑）

▶廃棄物処理対策に関すること。（ごみゼ課

⻑）

▶災害廃棄物処理に関すること。（ごみゼ課

⻑）

▶動物対策に関すること。（環境衛⽣課⻑）

環境保全に関すること。（環境保全課⻑）

▶防疫に関すること。（環境衛⽣課⻑、健康

増進課⻑）

(略) (略)

援護対策部

▶要配慮者対策（在宅高齢者）に関するこ

と。（⾼齢者包括⽀援課⻑、地域包括

⽀援センター所⻑）

▶要配慮者対策（⼊所施設）に関すること。

（⾼齢者福祉課⻑）
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項 修正後 修正前 根拠

▶要配慮者対策（在宅障がい者）に関するこ

と。（障がい福祉課⻑）

▶要配慮者対策（障がい児）に関すること。

（こども発達センター所⻑）

▶指定福祉避難所対策に関すること。（障が

い事業課⻑）

▶ボランティアに関すること。（社会福祉課

⻑）

▶災害救助法の適⽤、その他に関すること。

（社会福祉課⻑）

都市対策部(応

急危険度判定実

施本部)

▶道路に関すること。（道路管理課⻑・道

路整備課⻑）

▶河川に関すること。（道路整備課⻑）

▶緊急輸送路等に関すること。（道路管理

課⻑）

▶建築物の応急危険度判定に関すること。

（建築指導課⻑）

▶交通機関に関すること。（都市計画課

⻑）

▶復興計画の策定（都市基盤）に関するこ

と。（都市計画課⻑）

▶仮設住宅に関すること。（市街地整備課

⻑・住宅課⻑）

▶公営住宅に関すること。（住宅課⻑・市

街地整備課⻑）

▶下⽔道に関すること。（下⽔道課⻑）

▶公園に関すること。（みどり公園課⻑

(略) (略)

▶要配慮者対策（在宅障がい者）に関するこ

と。（障がい福祉課⻑）

▶要配慮者対策（障がい児）に関すること。

（こども発達センター所⻑）

▶福祉避難所対策に関すること。（障がい事

業課⻑）

▶ボランティアに関すること。（社会福祉課

⻑）

▶災害救助法の適⽤、その他に関すること。

（社会福祉課⻑）

都市対策部(応

急危険度判定実

施本部)

▶道路に関すること。（道路管理課⻑）

▶河川に関すること。（道路整備課⻑）

▶緊急輸送路に関すること。（道路管理課

⻑）

▶建築物の応急危険度判定に関すること。

（建築指導課⻑）

▶交通機関に関すること。（都市計画課

⻑）

▶復興計画の策定（都市基盤）に関するこ

と。（都市計画課⻑）

▶仮設住宅に関すること。（市街地整備課

⻑・住宅課⻑）

▶公営住宅に関すること。（住宅課⻑・市

街地整備課⻑）

▶下⽔道に関すること。（下⽔道課⻑）

▶公園に関すること。（みどり公園課⻑）

(略) (略)

99 第 4 章 災害応急・復旧計画（震災編） 第 4章 災害応急・復旧計画（震災編） 上位計画の修正

第 1節 千葉県、防災関係機関との連絡体制 第 1節 千葉県、防災関係機関との連絡体制

第 2 情報の収集 第 2 情報の収集
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項 修正後 修正前 根拠

市は、災害対策本部会議において、現実に起きている被災

状況と今後起こり得る状況を的確に把握又は予測し、問題

点をとらえたうえで、今後の目標・対策を当面の対応方針

として決定する必要がある。

よって、情報の緊急度・重要度を念頭に情報収集を⾏い、

整理・分析するものとする。

また、市は、千葉県から派遣される情報連絡員と連携し、

被害や災害対応の状況、人的・物的支援の情報を収集す

る。

市は、災害対策本部会議において、現実に起きている被災状

況と今後起こり得る状況を的確に把握又は予測し、問題点を

とらえたうえで、今後の目標・対策を当面の対応方針として

決定する必要がある。

よって、情報の緊急度・重要度を念頭に情報収集を⾏い、整

理・分析するものとする。

104 第 2節 市⺠への情報伝達 第 2節 市⺠への情報伝達 取組による修正

第 1 市⺠への情報伝達 第 1 市⺠への情報伝達

1 市からの情報発信

(略)

1 市からの情報発信

(略)

(5) テレビ (5) ケーブルテレビ

市は、ケーブルテレビで防災⾏政⽤無線の内容をはじめ、

各種情報を放送する。

また、Lアラートを活用し、テレビ等を通じて避難情報等

を発信する。

(略)

市は、ケーブルテレビで防災⾏政⽤無線の内容をはじめ、各

種情報を放送する。

(略)

(8) Yahoo!防災速報 (新設) 取組による修正

市は、Yahoo!防災速報及び Yahoo!JAPANアプリを利⽤し

ている配信対象者に対して災害時の緊急情報を配信する。

(新設)

118 第７節 関係機関への応援・派遣要請 第７節 関係機関への応援・派遣要請 取組による修正

第２ 自治体等・消防への応援要請 第２ 自治体等・消防への応援要請

３ 自治体への応援要請 ３ 自治体への応援要請

(略) (略)

(2) 県外市町村協定先への要請 (2) 県外市町村協定先への要請

(略) (略)
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項 修正後 修正前 根拠

■県外市町村協定先 ■県外市町村協定先

123 第 9節 応急医療救護活動 第 9節 応急医療救護活動 時点修正

●対策と公助の担当機関

(略)

項 目 担 当 関係機関

第１ 初

動医療救

護

医療救護対

策部、消防対

策部

浦安市医師会、浦安市⻭科医師会、

浦安市薬剤師会、順天堂大学医学

部附属浦安病院、東京ベイ・浦安市

川医療センター、浦安中央病院、浦

安病院、千葉県接⾻師会市川浦安

⽀部、千葉県助産師会、エクセル航

空、市川健康福祉センター

第２ 指

定避難所

等での医

療救護

医療救護対

策部

浦安市医師会、浦安市⻭科医師会、

浦安市薬剤師会、千葉県接⾻師会

市川浦安⽀部、千葉県助産師会、市

川健康福祉センター

第３ 被

災者の健

康管理・

保健衛生

医療救護対

策部

浦安市医師会、浦安市⻭科医師会、

浦安市薬剤師会、千葉県助産師会、

(削除)市川健康福祉センター

●対策と公助の担当機関

(略)

項 目 担 当 関係機関

第１ 初

動医療救

護

医療救護対

策部、消防対

策部

浦安市医師会、浦安市⻭科医師会、

浦安市薬剤師会、順天堂大学医学

部附属浦安病院、東京ベイ・浦安市

川医療センター、浦安中央病院、浦

安病院、千葉県接⾻師会市川浦安

⽀部、千葉県助産師会、エクセル航

空

第２ 指

定避難所

での医療

救護

医療救護対

策部

浦安市医師会、浦安市⻭科医師会、

浦安市薬剤師会、千葉県接⾻師会

市川浦安⽀部、千葉県助産師会、市

川健康福祉センター

第３ 被

災者の健

康管理・

保健衛生

医療救護対

策部

浦安市医師会、浦安市⻭科医師会、

浦安市薬剤師会、千葉県助産師会、

県精神保健福祉センター、市川健

康福祉センター

○茨城県下妻市 ○茨城県北茨城市

○愛知県弥富市 ○滋賀県犬上郡豊郷町

○長野県茅野市 ○群馬県高崎市

○新潟県新発田市 ○新潟県小千谷市

○茨城県つくばみらい市

○茨城県下妻市 ○茨城県北茨城市

○愛知県弥富市 ○滋賀県犬上郡豊郷町

○長野県茅野市 ○群馬県高崎市

○新潟県新発田市 ○新潟県小千谷市

○茨城県つくばみらい市 ○東京都江戸川区
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項 修正後 修正前 根拠

―対策の基本方針・目標―

1. ３時間以内に急病診療所に救護所を設置し、その後、被災状

況に応じ、急病診療所を含め、最⼤市内７箇所に救護所を設置す

る。

2. ６時間以内に市内病院の状況を把握し、千葉県に重症者等の

受け入れを要請する。

3. 透析患者等の慢性疾患を抱えている被災者には、すぐに治療

や投薬が受けられるように、千葉県、医療機関に要請して対応す

る。

4. 避難者への医療対策として医療チームを編成、避難所を巡回

し、疾病の治療や健康相談等の健康管理を⾏う。

5. (削除)在宅医療患者への訪問医療等被災者への医療活動を⾏

う。

6. 避難生活における食中毒、感染症やエコノミークラス症候群

等の予防、ストレス軽減のため保健活動チームを編成、避難所を

巡回し健康管理を⾏う。市川健康福祉センターや医師会等と連携

し、外部の保健活動チームや栄養食生活支援チームを要請する。

―対策の基本方針・目標―

1. ３時間以内に急病診療所に救護所を設置し、その後、被災状

況に応じ、急病診療所を含め、最⼤市内７箇所に救護所を設置す

る。

2. ６時間以内に市内病院の状況を把握し、千葉県に重症者等の

受け入れを要請する。

3. 透析患者等の慢性疾患を抱えている被災者には、すぐに治療

や投薬が受けられるように、千葉県、医療機関に要請して対応す

る。

4. 避難者への医療対策として医療チームを編成、避難所を巡回

し、インフルエンザ等の予防や健康相談等の健康管理を⾏う。

5. メンタルヘルス、エコノミークラス症候群、在宅医療患者へ

の訪問医療等被災者への医療活動を⾏う。

6. 避難⽣活における感染症、⾷中毒の予防のため、千葉県、医師

会と連携して被災者の健康管理を⾏う。

取組による修正

124 第 1 初動医療体制 第 1 初動医療体制 取組による修正

(1) 初動医療体制の確⽴ (1) 初動医療体制の確⽴

医療救護対策部を健康センター内に設置し、医療対策部⻑

は、地域災害医療コーディネーターにコーディネート活動を

開始するよう要請すると同時に、市川健康福祉センターを通

して千葉県に状況を報告する。

(略)

医療対策部⻑は、地域災害医療コーディネーターにコーディ

ネート活動を開始するよう要請する。

(略)

125 2 傷病者の搬送 2 傷病者の搬送 取組による修正

市は、救護所で重篤者・重症・中等症と判断された傷病者に

ついて、救急⾞・トラック・タクシーのほか市⺠による搬送

により災害医療協⼒病院または、災害拠点病院に搬送し対応

する。市内４病院で受け⼊れが不可能な場合は、千葉県を通

じて災害拠点病院に収容する。

(略)

市は、救護所で重篤者・重症・中等症と判断された傷病者に

ついて、救急⾞・トラック・タクシーのほか市⺠による搬送

により災害医療協⼒病院に搬送し対応する。市内２病院で受

け⼊れが不可能な場合は、千葉県を通じて災害拠点病院に収

容する。

(略)
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項 修正後 修正前 根拠

3 医薬品・医療⽤資器材等の確保 3 医薬品・医療⽤資器材等の確保 取組による修正

市は、救護のための医療器具・医療資機材等の薬品を、健康

センターや救護所近くの倉庫に備蓄し、また、不⾜する場合

は、薬剤師会、卸売販売業の営業所、千葉県災害医療本部に

対し医薬品等の供給を要請する。

輸血用の血液及び血液製剤が不⾜した医療機関は千葉県⾚

十字センターに供給を要請する。

市は、救護のための医療器具・医療資機材等及び薬品を、薬

剤師会、卸売販売業の営業所を通じて確保する。不⾜する場

合は、千葉県に対し医薬品等の供給を要請する。

輸血用の血液及び血液製剤が必要なときは、千葉県を通じて

千葉県⾚⼗字⾎液センターに供給を依頼する。

■各医療拠点施設 ■各医療拠点施設 時点修正

救護所 災害医療協

⼒病院

災害拠点病院(東葛南

部)

・急病診療所（１次）

・堀江中学校

・明海小学校

・浦安病院

・順天堂大学医学部附

属浦安病院

・東京ベイ・浦安市川医

療センター

・浦安中央病院

・浦安病院

・浦安中央

病院

・順天堂大学医学部附

属浦安病院

・東京ベイ・浦安市川

医療センター

・船橋市⽴医療センタ

ー

・東京⻭科⼤学市川総

合病院

・東京⼥⼦医科⼤学⼋

千代医療センター

・千葉県済⽣会習志野

病院

救護所 災害医療協

⼒病院

災害拠点病院(東葛南

部)

・急病診療所（１次）

・堀江中学校

・明海小学校

・浦安病院

・順天堂大学医学部附

属浦安病院

・東京ベイ・浦安市川医

療センター

・浦安中央病院

・浦安病院

・浦安中央

病院

・順天堂大学医学部附

属浦安病院

・東京ベイ・浦安市川

医療センター

・船橋市⽴医療センタ

ー

・東京⻭科⼤学市川総

合病院

・東京⼥⼦医科⼤学⼋

千代医療センター
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項 修正後 修正前 根拠

126

■災害時の応急医療システム ■災害時の応急医療システム

第 2 指定避難所等での医療救護 第 2 指定避難所での医療救護 時点修正

1 指定避難所等の医療体制 1 指定避難所の医療体制

市は、避難⽣活が⻑期化する場合、医療救護活動及び健康相

談を実施するため、市川健康福祉センターと協⼒して避難所

に救護スペースを設置し、浦安市医師会、浦安市⻭科医師会、

浦安市薬剤師会、(削除)、(削除)その他医療ボランティアの

協⼒により医療チームを編成し、巡回医療を⾏う。巡回医療

では、医師、⻭科医師等、(削除)、(削除)による診察、薬・

健康相談等避難者の健康管理を⾏う。

市は、避難⽣活が⻑期化する場合、医療救護活動及び健康相

談を実施するため、市川健康福祉センターと協⼒して避難所

に救護スペースを設置し、浦安市医師会、浦安市⻭科医師会、

浦安市薬剤師会、千葉県接⾻師会市川浦安⽀部、千葉県助産

師会、その他医療ボランティアの協⼒により医療チームを編

成し、巡回医療を⾏う。巡回医療では、医師、⻭科医師、接

骨師、助産師等による診察、薬・健康相談等避難者の健康管

理を⾏う。
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項 修正後 修正前 根拠

2 感染症等の予防 2 感染症等の予防

市は、避難所⽣活における⼿洗い・うがいの励⾏、消毒薬の

配布等衛⽣指導にも留意し、インフルエンザ等の感染症予防

や食中毒の防止を図る。

市川健康福祉センターは、災害の規模に応じ市等関係機関の

協⼒を得て、避難所等を重点に、必要に応じ感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年 10

月 2⽇法律第 114 号）に基づく調査、及び健康診断を実施

する。

また、防疫⽤資機材等の供給、感染症患者の⼊院勧告等を⾏

う。

市は市川健康福祉センターと連携して、災害により感染症が

発⽣し、⼜は発⽣のおそれのある地域や住宅、避難所等にお

いて、必要に応じ消毒薬剤及び殺⾍剤の散布を⾏う。

また、市川健康福祉センターと連携して、手洗い、うがいの

励⾏等の広報活動を実施するとともに、検病検査・健康診断

への協⼒を⾏う。

市は、避難所⽣活における⼿洗い・うがいの励⾏、消毒薬の

配布等衛⽣指導にも留意し、インフルエンザ等の感染症予防

や食中毒の防止を図る。

第 4 章 第 9 節

第 3 ３「感染症

等の予防」と統合

127 第３ 被災者の健康管理・保健衛⽣ 第３ 被災者の健康管理・保健衛⽣ 取組による修正

1 保健・予防活動等の実施 1 巡回医療の実施

市は、市川健康福祉センターと連携し、エコノミークラス症

候群、PTSD、⽣活不活発病等について、巡回の健康相談や

パンフレット作成による啓発活動により保健・予防活動を⾏

う。

また、必要に応じて千葉県柔道整復師会市川浦安⽀部、千葉

県助産師会や DHEAT 等の外部の支援チームに依頼して、

個々の状況に合った支援を実施する。

市は、市川健康福祉センターと協⼒し、メンタルヘルスや、

⾞中泊等⾃家⽤⾞等の狭い場所での⽣活や避難所⽣活に起

因するエコノミークラス症候群、ＰＴＳＤ等災害時特有の疾

患について、巡回指導やパンフレット作成による啓発活動に

より予防措置をとる。

また、⼼⾝の健康については、男⼥で異なる影響に配慮した

支援を実施する。
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項 修正後 修正前 根拠

3 (削除) 3 感染症の予防 第 4 章 第 9 節

第 2 2「感染症

等の予防」へ統合
(削除) 市川健康福祉センターは、災害の規模に応じ浦安市医師会・

市等関係機関の協⼒を得て、避難所等を重点に、必要に応じ

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成 10 年 10 月 2⽇法律第 114 号）に基づく調査、及び

健康診断を実施する。

また、防疫⽤資機材等の供給、感染症患者の⼊院勧告等を⾏

う。

市は市川健康福祉センターと連携して、災害により感染症が

発⽣し、⼜は発⽣のおそれのある地域や住宅、避難所等にお

いて、必要に応じ消毒薬剤及び殺⾍剤の散布を⾏う。

また、市川健康福祉センターと連携して、手洗い、うがいの

励⾏等の広報活動を実施するとともに、検病検査・健康診断

への協⼒を⾏う。

3 食中毒等の予防 4 食中毒等の予防 字句修正

128 第 10 節 警備・交通規制 第 10 節 警備・交通規制 取組による修正

●対策項目と公助の担当機関

項 目 担 当 関係機関

（略） （略） （略）

第２ 交通規

制・緊急輸送路

等の確保

被災者対策部、

避難対策部

浦安警察署、首都高速道

路（株）、千葉国道事務所、

千葉県葛南土木事務所

（略） （略） （略）

●対策項目と公助の担当機関

項 目 担 当 関係機関

（略） （略） （略）

第２ 交通規

制・緊急輸送路

の確保

被災者対策部、

避難対策部

浦安警察署、首都高速道

路（株）、千葉国道事務所、

千葉県葛南土木事務所

（略） （略） （略）

130 第 2 交通規制・緊急輸送路の確保 第 2 交通規制・緊急輸送路の確保 取組による修正

浦安警察署、道路管理者（国、千葉県、浦安市、⾸都⾼速道

路（株））は、交通の安全確保のため、緊急輸送路、重要物

流道路、代替補完路の円滑な交通を確保するとともに、互い

に連携をとって交通規制を⾏う。

市は、地震発⽣直後から、緊急輸送路、重要物流道路、代替

補完路及び避難路に指定されている道路及び橋梁の点検を

⾏い、必要な応急復旧対策を⾏う。

(略)

浦安警察署、道路管理者（国、千葉県、浦安市、⾸都⾼速道

路（株））は、交通の安全確保のため、緊急輸送路の円滑な

交通を確保するとともに、互いに連携をとって交通規制を⾏

う。

市は、地震発生直後から、緊急輸送路及び避難路に指定され

ている道路及び橋梁の点検を⾏い、必要な応急復旧対策を⾏

う。

(略)
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項 修正後 修正前 根拠

132 取組による修正

■緊急輸送路図 ■緊急輸送路図
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項 修正後 修正前 根拠

133 第 11 節 避難対策 第 11 節 避難対策 災害対策基本法

等の改正●自助・共助の役割

市⺠
・安全が確保された⾃宅での⽣活

を継続する。

事業所

・従業員、利⽤者の安否確認を⾏

い、施設内に待機する。

・避難場所への誘導を⾏う。

自治会

自主防災組織等

・地域の要配慮者、住⺠等の安否確

認及び避難誘導を⾏う。

・避難指示等の避難情報を地域住

⺠に伝達する。

・避難所の開設における避難者の

受け⼊れ、把握等の初動対応を⾏

う。

・避難所を自主的に運営する委員

会等を組織し、ルールに基づいた

⾃主運営を⾏う。

●自助・共助の役割

市⺠
・安全が確保された⾃宅での⽣活

を継続する。

事業所

・従業員、利⽤者の安否確認を⾏

い、施設内に待機する。

・避難場所への誘導を⾏う。

自治会

自主防災組織等

・地域の要配慮者、住⺠等の安否確

認及び避難誘導を⾏う。

・避難勧告・指示等の避難情報を地

域住⺠に伝達する。

・避難所の開設における避難者の

受け⼊れ、把握等の初動対応を⾏

う。

・避難所を自主的に運営する委員

会等を組織し、ルールに基づいた

⾃主運営を⾏う。

―対策の基本方針・目標―

1. 指定避難所の開設にあたり、直⾏職員、学校教員等の施設管

理者は施設安全点検を実施し、安全確認後、⾃治会⾃主防災組織

等と連携して、避難者の受け入れ、備蓄物資の配布等の初動対応

を⾏う。

2. 指定避難所への避難誘導及び指定一般避難所の受け入れ・運

営は、自治会自主防災組織等によることを基本とし、市はその支

援を⾏うこととする。

3. 市は、災害発生後２日目から生活支援のための各種対策の体

制を構築し、７日目までには、避難所で生活できる環境を整える。

4. 要配慮者には、避難所内に専用スペースの設置、介護ボラン

ティアの派遣、指定福祉避難所の開設・搬送等を⾏う。

―対策の基本方針・目標―

1. 指定避難所の開設にあたり、直⾏職員、学校教員等の施設管

理者は施設安全点検を実施し、安全確認後、⾃治会⾃主防災組織

等と連携して、避難者の受け入れ、備蓄物資の配布等の初動対応

を⾏う。

2. 指定避難所への避難誘導及び指定避難所の受け入れ・運営は、

⾃治会⾃主防災組織等によることを基本とし、市はその⽀援を⾏

うこととする。

3. 市は、災害発生後２日目から生活支援のための各種対策の体

制を構築し、７日目までには、避難所で生活できる環境を整える。

4. 要配慮者には、避難所内に専用スペースの設置、介護ボラン

ティアの派遣、福祉避難所の開設・搬送等を⾏う。
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項 修正後 修正前 根拠

134 第 1 避難活動 第１ 避難活動 災害対策基本法

等の改正１ 避難の原則 １ 避難の原則

指定避難所は、震災時に、⾃宅が倒壊するなど、住居を失

った市⺠の⼀時的な避難⽣活の場であるとともに在宅避難

者を含む地域の生活の支援拠点となる施設である。

そのため、安全が確保されている住宅においては、できる

だけ⾃宅で⽣活をすることを原則とする。

また、市は、法により避難情報を発令する権限が与えられ

ている一方、避難しなかったことにより被害を受けるのは

本⼈⾃⾝であること等の理由により、この避難情報に強制

⼒は伴っていない。これは、⼀⼈ひとりの命を守る責任は

⾏政にあるのではなく、最終的には個⼈にあるという考え

⽅に⽴っていることを⽰している。

そのため、市⺠等は⾃治会⾃主防災組織等が中⼼となっ

て、自助・共助により避難することを原則とし、市はその

⽀援を⾏う。

指定避難所は、震災時に、⾃宅が倒壊するなど、住居を失っ

た市⺠の⼀時的な避難⽣活の場であるとともに在宅避難者

を含む地域の生活の支援拠点となる施設である。

そのため、安全が確保されている住宅においては、できるだ

け⾃宅で⽣活をすることを原則とする。

また、市は、法により避難勧告等を発令する権限が与えられ

ている一方、避難しなかったことにより被害を受けるのは本

⼈⾃⾝であること等の理由により、この避難勧告等に強制⼒

は伴っていない。これは、⼀⼈ひとりの命を守る責任は⾏政

にあるのではなく、最終的には個⼈にあるという考え⽅に⽴

っていることを示している。

そのため、市⺠等は⾃治会⾃主防災組織等が中⼼となって、

自助・共助により避難することを原則とし、市はその支援を

⾏う。

２ 避難活動 ２ 避難活動 災害対策基本法

等の改正(略) (略)
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項 修正後 修正前 根拠

136 ４ 避難情報の発令 ４ 避難勧告・指示等の発令 災害対策基本法

等の改正
市⻑は、延焼⽕災や有害物質の漏出あるいは津波情報発令

により市⺠に危険が迫った時には、避難情報を発令し、避

難対象地域、避難先、避難経路、理由等を明らかにして防

災⾏政⽤無線、広報⾞等により伝達する。

自治会自主防災組織、消防団員、警察は、安全な地域へ避

難誘導する。

市⻑は、延焼⽕災や有害物質の漏出あるいは津波情報発令に

より市⺠に危険が迫った時には、避難の勧告・指示を発令し、

避難対象地域、避難先、避難経路、理由等を明らかにして防

災⾏政⽤無線、広報⾞等により伝達する。

自治会自主防災組織、消防団員、警察は、安全な地域へ避難

誘導する。

■避難情報の発令権者及び要件

発令権者 避難のための⽴退きの指示を⾏う要

件

根拠法令

市⻑

○災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合において、人の生命又

は身体を災害から保護し、その他災

害の拡大を防止するため特に必要が

あると認めるとき

災害対策基

本法第 60

条第 1 項

知事

○災害の発⽣により市⻑がその全部

⼜は⼤部分の事務を⾏うことがで

きなくなったとき

災害対策基

本法第 60

条第 5 項

警察官

○市⻑が避難のための⽴ち退きを指

示することができないと認められ

るとき

○市⻑から要求があったとき

災害対策基

本法第 61

条

○⼈の⽣命若しくは⾝体に危険を及

ぼすおそれのある天災等、特に急

を要するとき

警察官職務

執⾏法第 4

条

災害派

遣を命

じられ

た部隊

等の自

衛官

○⼈の⽣命若しくは⾝体に危険を及

ぼすおそれのある天災等、特に急

を要する場合で、その場に警察官

がいないとき

自衛隊法第

94 条

知事又

は知事

の命を

受けた

県職員

○洪⽔により著しい危険が切迫して

いると認められるとき

水防法第 29

条

○地すべりにより著しい危険が切迫

していると認められるとき

地すべり等

防止法第 25

条

■避難勧告等の発令権者及び要件

発令権者 避難のための⽴退きの勧告・指示を

⾏う要件

根拠法令

市⻑

○勧告︓災害が発⽣し、⼜は発⽣す

るおそれがある場合において、人

の生命又は身体を災害から保護

し、その他災害の拡大を防止する

ため特に必要があると認めるとき

○指⽰︓急を要すると認めるとき

災害対策基

本法第 60

条第 1 項

知事

○災害の発⽣により市⻑がその全部

⼜は⼤部分の事務を⾏うことがで

きなくなったとき

災害対策基

本法第 60

条第 5 項

警察官

○市⻑が避難のための⽴ち退きを指

示することができないと認められ

るとき

○市⻑から要求があったとき

災害対策基

本法第 61

条

○⼈の⽣命若しくは⾝体に危険を及

ぼすおそれのある天災等、特に急

を要するとき

警察官職務

執⾏法第 4

条

災害派

遣を命

じられ

た部隊

等の自

衛官

○⼈の⽣命若しくは⾝体に危険を及

ぼすおそれのある天災等、特に急

を要する場合で、その場に警察官

がいないとき

自衛隊法第

94 条

知事又

は知事

の命を

受けた

県職員

○洪⽔により著しい危険が切迫して

いると認められるとき

水防法第 29

条

○地すべりにより著しい危険が切迫

していると認められるとき

地すべり等

防止法第 25

条
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項 修正後 修正前 根拠

水防管

理者

○洪⽔により著しい危険が切迫して

いると認められるとき
水防法第 29

条

水防管

理者

○洪⽔により著しい危険が切迫して

いると認められるとき
水防法第 29

条

139 第 2 避難所の運営 第 2 避難所の運営 上位計画の修正

3 避難者生活支援 3 避難者生活支援

市は、関係機関と連携して、飲料⽔の供給、⾷料・物資の

供給、巡回医療による健康管理、⼊浴等の⽀援を⾏う。

なお、支援にあたっては、被災者のプライバシー及び安全

の確保とともに、⼥性の避難者への配慮を⾏う。

また、市は、住⺠票の有無に関わらず、避難者を適切に受

け入れることとする。

市は、関係機関と連携して、飲料⽔の供給、⾷料・物資の供

給、巡回医療による健康管理、⼊浴等の⽀援を⾏う。

なお、支援にあたっては、被災者のプライバシー及び安全の

確保とともに、⼥性の避難者への配慮を⾏う。

140 5 要配慮者への配慮 5 要配慮者への配慮 災害対策基本法

等の修正(2) 指定福祉避難所の開設

市は、⾃宅での⽣活が困難な要配慮者及び、指定避難所で⽣

活する要配慮者のうち、避難生活に特別の配慮を要する高齢

者、障がい者等を支援するため、指定福祉避難所を開設し受

け入れる。

また、必要がある場合は、協定に基づいて⺠間サービス事業

所等に受け入れを要請する。

(2) 福祉避難所の開設

市は、指定避難所で生活する要配慮者のうち、障がい者等特

に配慮が必要な方の避難生活を支援するため、福祉避難所を

開設し受け入れる。

また、必要がある場合は、協定に基づいて⺠間サービス事業

所等に受け入れを要請する。

第３ 広域避難 第３ 広域避難 災害対策基本法

等の修正市は、市域の被害が広範囲にわたり、避難所に被災者を収容

できない場合は、被災地外への避難を千葉県に要請するほ

か、居住者等の生命または身体を保護するため、県外広域避

難を緊急的かつ迅速に実施する必要が⽣じた場合、市⻑は他

の都道府県内の市町村⻑に対し、県外への広域避難の協議を

検討する。

なお、市は被災者の保護のため緊急の運送が必要となった場

合は、千葉県知事に被災者の運送を要請し、千葉県知事は運

送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、

被災者の運送を要請するものとする。

また、他市町村が被災し、千葉県等を通じて避難者の受け⼊

れ要請があった場合、公共施設、公営住宅、⺠間住宅の借り

上げ等による滞在施設の確保、⾷料・物資等の供給、福祉、

教育、就業等の⽀援を⾏う。

市は、市域の被害が広範囲にわたり、避難所に被災者を収容

できない場合は、被災地外への避難を千葉県に要請する。

また、他市町村が被災し、千葉県等を通じて避難者の受け⼊

れ要請があった場合、公共施設、公営住宅、⺠間住宅の借り

上げ等による滞在施設の確保、⾷料・物資等の供給、福祉、

教育、就業等の⽀援を⾏う。
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項 修正後 修正前 根拠

146 第 13 節 生活救援 第 13 節 生活救援 時点修正

第 2 ⾷料の供給 第 2 ⾷料の供給

2 ⾷料の確保 2 ⾷料の確保

(2) 政府所有米穀の調達 (2) 政府所有米穀の調達

市は、政府所有米穀の調達を要する場合、必要とする米穀の

数量を知事に要請し、知事は、農林⽔産省農産局⻑に対し、

政府所有⽶穀の緊急の引渡要請を⾏う。

市は、政府所有米穀の調達を要する場合、必要とする米穀

の数量を知事に要請し、知事は、農林⽔産省生産局⻑に対

し、政府所有⽶穀の緊急の引渡要請を⾏う。

(略) (略)

147 第 4 救援物資の供給 第 4 救援物資の供給 取組による修正

2 救援物資の受け入れ 2 救援物資の受け入れ

(2) 救援物資の管理 (2) 救援物資の管理

■救援物資受入所

○第１次︓中央図書館、総合体育館、総合公園、集合事務

所、浦安公園、文化会館

○第２次︓⺠間物流倉庫

■救援物資受入所

○第１次︓中央図書館、総合体育館サブアリーナ、総合公

園

○第２次︓⺠間物流倉庫

150 第 14 節 清掃・環境対策 第 14 節 清掃・環境対策 取組による修正

第 1 廃棄物の処理 第 1 廃棄物の処理

2 ⽣活ごみの処理 2 ⽣活ごみの処理

市は、避難所生活や一般家庭から出されたごみについて、ク

リーンセンターの稼働状況等を確認し、災害廃棄物処理実⾏

計画を策定して処理にあたる。

特に、避難所の⽣ごみ、救護所や医療施設等の感染性医療廃

棄物等の処理を最優先で⾏う。

市は、避難所生活や一般家庭から出されたごみについて、ク

リーンセンターの稼働状況等を確認し、ごみ処理計画を策定

して処理にあたる。

特に、避難所の⽣ごみ、救護所や医療施設等の感染性医療廃

棄物等の処理を最優先で⾏う。
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項 修正後 修正前 根拠

3 災害廃棄物の処理 3 災害廃棄物の処理 取組による修正

市は、被災建築物の解体及び撤去による災害廃棄物等につい

て、国の災害廃棄物対策指針及び千葉県の災害廃棄物処理実

⾏計画と整合を図りつつ、「災害廃棄物処理実⾏計画」を策

定し、千⿃地区等に仮置き場を設置して処理する。

市⺠、⾃治会⾃主防災組織等は、可能な限り協⼒して地域の

がれきを分別し、仮置き場までの搬⼊を⾏う。

仮置き場設置に伴い、仮置き場への分別・排出方法に関する

ガイドライン及び災害廃棄物の分別表を作成し、自治会自主

防災組織等への配布する。

また、⾃治会の環境部⾨の役員や廃棄物減量等推進員を通じ

て、市と⾃治会⾃主防災組織との協⼒体制を構築する。

市で対応が不可能な場合は、他市町村等の応援、⺠間事業者

の協⼒を要請して処理を⾏う。特に、災害廃棄物のなかで再

資源化できるものや可燃性のもの等、可能な限り分別するこ

とを徹底することとし、適切な処理⽅法を市⺠に広報する。

なお、産業廃棄物に該当するものは、事業者の責任において

処理する。

市は、被災建築物の解体及び撤去による災害廃棄物等につい

て、国の災害廃棄物対策指針及び千葉県の災害廃棄物処理実

⾏計画と整合を図りつつ、「災害廃棄物処理実⾏計画」を策

定し、千⿃地区等に仮置き場を設置して処理する。

市⺠、⾃治会⾃主防災組織等は、可能な限り協⼒して地域の

がれきを分別し、仮置き場までの搬⼊を⾏う。

市で対応が不可能な場合は、他市町村等の応援、⺠間事業者

の協⼒を要請して処理を⾏う。特に、災害廃棄物のなかで再

資源化できるものや可燃性のもの等、可能な限り分別するこ

とを徹底することとし、適切な処理⽅法を市⺠に広報する。

なお、産業廃棄物に該当するものは、事業者の責任において

処理する。

153 第 15 節 ⾏⽅不明者の捜索・遺体処理・⽕葬 第 15 節 ⾏⽅不明者の捜索・遺体処理・⽕葬 取組による修正

1 ⾏⽅不明者情報の収集 1 ⾏⽅不明者情報の収集

市は、警察・⾃衛隊と連携し、⾏⽅不明者の捜索を実施する。

浦安警察署は、⾏⽅不明届受理及び情報⼊⼿に努め、⾏⽅不

明者の捜索を実施する。

また、市は、千葉県が策定した「災害時における安否不明者

の氏名情報等に係る公表方針」に基づき、必要に応じて、千

葉県に氏名情報等を提供する。

市は、警察・⾃衛隊と連携し、⾏⽅不明者の捜索を実施する。

浦安警察署は、⾏⽅不明届受理及び情報⼊⼿に努め、⾏⽅不

明者の捜索を実施する。

157 第 17 節 ライフライン対策 第 17 節 ライフライン対策 災害対策基本法

等の改正

―対策の基本方針・目標―

(略)

8. 市は、24時間以内に河川施設の被害状況を把握し、必要な措

置をとる。河川の増水により浸水の危険がある場合は、避難情報

を発令し、安全な場所に誘導する。

―対策の基本方針・目標―

(略)

8. 市は、24時間以内に河川施設の被害状況を把握し、必要な措

置をとる。河川の増水により浸水の危険がある場合は、避難の勧

告・指示を発令し、安全な場所に誘導する。
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項 修正後 修正前 根拠

158 第 1 道路・橋梁 第 1 道路・橋梁 取組による修正

1 道路及び橋梁の点検 1 道路及び橋梁の点検

市は、災害発⽣直後に、緊急輸送路、重要物流道路、代替補

完路及び避難路に指定されている道路及び橋梁の点検を⾏

い、通⾏⽌め等の措置により交通の安全を確保する。被災箇

所は、浦安建設業協⼒会の協⼒により啓開（障害物の除去）、

仮補修を⾏う。その後、市内全域の道路、橋梁の被害調査と

仮復旧を⾏う。

市は、災害発⽣直後に、緊急輸送路及び避難路に指定されて

いる道路及び橋梁の点検を⾏い、通⾏⽌め等の措置により交

通の安全を確保する。被災箇所は、浦安建設業協⼒会の協⼒

により啓開（障害物の除去）、仮補修を⾏う。その後、市内

全域の道路、橋梁の被害調査と仮復旧を⾏う。

2 障害物の除去 2 障害物の除去 取組による修正

市は、緊急輸送路、重要物流道路、代替補完路及び避難路上

に倒壊建物等の障害物がある場合は、撤去を⾏う。

国道、県道、⾼速道路についても、各道路の管理者が、道路

の点検及び応急復旧対策を⾏い、緊急輸送道路を優先して交

通の確保を⾏う。

⾃治会⾃主防災組織、事業所は、住宅地内の道路等⾝近な場

所における噴砂の除去をできる限り⾏う。

また、街路樹が障害となる場合は、浦安市緑化事業協同組合

の協⼒により撤去を⾏う。

市は、緊急輸送路及び避難路上に倒壊建物等の障害物がある

場合は、撤去を⾏う。

国道、県道、⾼速道路についても、各道路の管理者が、道路

の点検及び応急復旧対策を⾏い、緊急輸送道路を優先して交

通の確保を⾏う。

自治会自主防災組織、事業所は、住宅地内の道路等⾝近な場

所における噴砂の除去をできる限り⾏う。

また、街路樹が障害となる場合は、浦安市緑化事業協同組合

の協⼒により撤去を⾏う。

159 第 2 河川・堤防 第２ 河川・堤防 災害対策基本法

等の改正市は、護岸堤防、⽔⾨、排⽔機場等の施設の被害調査を⾏

い、管理者である千葉県に報告し、応急措置を実施するも

のとする。

また、２次災害として大雨等による増水により施設の破損

箇所から浸水する可能性がある場合は、応急措置をすると

ともに、危険区域の住⺠に避難情報を伝達し、安全な場所

に誘導するものとする。

市は、護岸堤防、⽔⾨、排⽔機場等の施設の被害調査を⾏い、

管理者である千葉県に報告し、応急措置を実施するものとす

る。

また、２次災害として大雨等による増水により施設の破損箇

所から浸水する可能性がある場合は、応急措置をするととも

に、危険区域の住⺠に避難の勧告・指示を伝達し、安全な場

所に誘導するものとする。
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項 修正後 修正前 根拠

160 第 5 電気 第 5 電気 上位計画の修正

(略) (略)

1 停電への対応 (新規)

市は、市内で停電が発⽣した場合は、東京電⼒パワーグリッ

ド(株)等の関係機関と連携して発生状況・被害の状況を収集

し、市⺠からの問い合わせに対応する。

また、市は、東京電⼒パワーグリッド(株)と協議の上、早期

の停電復旧が必要と認めるときは、市内の電⼒復旧を優先す

べき重要施設に対して電源⾞の配備を検討する。

■電⼒復旧を優先すべき重要施設

○⽣命の危険に直結する医療施設や福祉施設等

○指定避難所として開設している施設

○災害対応の中枢機能となる市災害対策本部等が存在する施設

(新規)

163 第 18 節 建築物対策 第 18 節 建築物対策 取組による修正

第３ 仮設住宅の供給・住宅の応急修理 第３ 仮設住宅の供給・住宅の応急修理

１ 仮設住宅の供給 １ 仮設住宅の供給

(3) 建設 (3) 建設

「千葉県応急仮設住宅マニュアル」に基づき仮設住宅を建設

する。(削除)

(略)

「千葉県応急仮設住宅マニュアル」に基づき仮設住宅を建設

する。災害救助法が適用された場合は県、それ以外は市が設

置する。

(略)

164 第 4 公営住宅の建設等 第 4 公営住宅の建設等 字句修正

1 公営住宅の建設等 1 公営住宅の建設等

市は、⾃⼰の資⼒では住宅の再建が困難な者に対する居住の

安定を図るため、住宅被害の状況等(削除)に応じて公営住宅

法に基づく災害公営住宅を建設若しくは買取⼜は被災者へ

転貸するために借上げる。

市は、⾃⼰の資⼒では住宅の再建が困難な者に対する居住の

安定を図るため、住宅被害の状況、被災者の要望等に応じ、

公営住宅法に基づく災害公営住宅を建設若しくは買取⼜は

被災者へ転貸するために借上げる。
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項 修正後 修正前 根拠

173 第 22 節 要配慮者への支援 第 22 節 要配慮者への支援 災害対策基本法

等の改正第１ 避難⾏動要⽀援者への避難⽀援 第１ 避難⾏動要⽀援者への避難⽀援

３ 指定福祉避難所の設置 3 福祉避難所の設置

市は、避難⾏動要⽀援者名簿や被災者台帳を活⽤し、要配慮

者の状況を把握するとともに、要配慮者支援の必要性を検

討・判断し、指定福祉避難所の安全確認・受入可否を確認の

うえ、指定福祉避難所を開設する。

なお、指定福祉避難所の運営は要配慮者の家族、地域の福祉

関係者、施設管理者等が中⼼となって⾏う。

市は、避難⾏動要⽀援者名簿や被災者台帳を活⽤し、要配慮

者の状況を把握するとともに、要配慮者支援の必要性を検

討・判断し、福祉避難所の安全確認・受入可否を確認のうえ、

福祉避難所を開設する。

なお、福祉避難所の運営は要配慮者の家族、地域の福祉関係

者、施設管理者等が中⼼となって⾏う。

第２ 要配慮者利⽤施設の対策 第２ 要配慮者利⽤施設の対策 災害対策基本法

等の改正要配慮者利⽤施設の管理者は、施設の被災状況を点検し、被

災の状況に応じ、他の安全な避難所もしくは指定福祉避難所

へ避難誘導するものとする。この場合、避難先の施設の管理

者と協⼒し、それらの要配慮者が避難⽣活を継続するために

必要な⾷料、⽣活・介護物資等を確保し供給を⾏うものとす

る。

また、必要がある場合は、協定等に基づいて⺠間サービス事

業所に受け入れを要請するものとする。

なお、要配慮者の中に傷病者がいる場合は、その状況に応じ

て、救護所等に誘導・移送する等の処置を⾏うものとする。

要配慮者利⽤施設の管理者は、施設の被災状況を点検し、被

災の状況に応じ、他の安全な避難所もしくは福祉避難所へ避

難誘導するものとする。この場合、避難先の施設の管理者と

協⼒し、それらの要配慮者が避難⽣活を継続するために必要

な⾷料、⽣活・介護物資等を確保し供給を⾏うものとする。

また、必要がある場合は、協定等に基づいて⺠間サービス事

業所に受け入れを要請するものとする。

なお、要配慮者の中に傷病者がいる場合は、その状況に応じ

て、救護所等に誘導・移送する等の処置を⾏うものとする。

178 24 節 市⺠⽣活安定への⽀援 24 節 市⺠⽣活安定への⽀援 上位計画の修正

第 1 市⺠⽣活への⽀援 第 1 市⺠⽣活への⽀援

2 り災証明の発⾏ 2 り災証明の発⾏

(1) 家屋の被害調査 (1) 家屋の被害調査

市は、家屋の被害状況を把握するとともに被災者にり災証明

書を発⾏するために、市内の全家屋を対象に被害調査を⾏

う。

なお、調査要員については市職員の他、他市町村からの応援

職員、応急危険度判定⼠に要請する。

また、被害調査は被害認定基準に基づき、全壊・大規模半壊・

中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らないの区分とし、

外観調査（１次調査）⾏う。

市は、家屋の被害状況を把握するとともに被災者にり災証明

書を発⾏するために、市内の全家屋を対象に被害調査を⾏

う。

なお、調査要員については市職員の他、他市町村からの応援

職員、応急危険度判定⼠に要請する。

また、被害調査は被害認定基準に基づき、全壊・大規模半壊・

半壊・半壊に至らないの区分とし、外観調査（１次調査）を

⾏う。
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項 修正後 修正前 根拠

192 第 5 章 災害応急・復旧計画(風水害等編) 第 5章 災害応急・復旧計画(風水害等編) 字句修正

第１節 事前⾏動計画 ※浦安市水防計画 第１節 事前⾏動計画 ※浦安市水防計画

第２ 国⼟交通省及び千葉県知事が⾏う洪⽔予報・⽔防警報等 第２ 国⼟交通省及び千葉県知事が⾏う洪⽔予報・⽔防警報等

２ 水防警報 ２ 水防警報

(略) (略)

■水防警報 ■水防警報

※水位は、A.P.

河川・海岸

名

観測所

名

水防団待

機

( 通報 )

水位

氾濫注意

( 警戒 )

水位

氾濫危

険

( 特別

警戒 )

水位

旧江⼾川 堀江 2.60 ｍ 2.90 ｍ ―

浦安海岸・

市川海岸

市川市

湊
2.60 ｍ

2.90 ｍ ―

※水位は、A.P.

河川・海岸

名

観測所

名

水防団待

機

( 通報 )

水位

氾濫注意

( 警戒 )

水位

氾濫危険

( 特別警

戒 ) 水

位

旧江⼾川 堀江 2.60 ｍ 2.90 ｍ ―

浦安海岸・

市川海岸
湊 2.60 ｍ

2.90 ｍ ―
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項 修正後 修正前 根拠

195 第２節 水害避難対策 ※浦安市水防計画 第２節 水害避難対策 ※浦安市水防計画 災害対策基本法

等の改正● 対策項目と公助の担当機関

項 目 担 当 関係機関

第1 避難⾏動の原則 総括対策部 ―

第2 待避所等の開設・

運営

総括対策部

避難対策部

援護対策部

―

第3 避難に関する情

報
総括対策部

江⼾川河川事務所・千葉

県葛南土木事務所・銚子

気象台

第4 避難情報の発令 総括対策部 ―

第5 避難情報の伝達 総括対策部
千葉県（危機管理課）・

（株）ジェイコム千葉

第6 避難情報の解除 総括対策部
千葉県（危機管理課）

浦安警察署

● 対策項目と公助の担当機関

項 目 担 当 関係機関

第1 避難⾏動の原則 総括対策部 ―

第2 待避所等の開設・運営

総括対策部

避難対策部

援護対策部

―

第3 避難に関する情報 総括対策部

江⼾川河川事務所・

千葉県葛南⼟⽊事務

所・銚子気象台

第4 避難勧告等の発令 総括対策部 ―

第5 避難勧告等の伝達 総括対策部

千葉県（危機管理

課）・（株）ジェイ

コム千葉

第6 避難勧告等の解除 総括対策部
千葉県（危機管理課）

浦安警察署
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項 修正後 修正前 根拠

―対策の基本方針・目標―

1. 市は、「自らの命は自らが守る」とういう考えのもと、災害の

状況に応じて「⽴退き避難」に限らず、⾃宅での安全確保が可能

な場合は「在宅避難」を実施することや「近隣の安全な場所への

避難」「屋内安全確保」といった適切な避難⾏動を市⺠がとれる

よう努めるものとする。

2. 市は、避難情報を発令するにあたり、対象地域等の適切な設

定等に留意するとともに、避難指示及び緊急安全確保を夜間に発

令する可能性がある場合には、避難⾏動をとりやすい時間帯にお

ける高齢者等避難の発令に努めるものとする。

3. 市は、避難指示の発令の際には、避難場所を開設しているこ

とが望ましいが、避難のためのリードタイムが少ない局地的かつ

短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難指示を発令するものとす

る。

4. 要配慮者利⽤施設の所有者⼜は管理者は、高齢者等避難が発

令された場合、避難確保計画に基づき、迅速に利⽤者を避難させ

るものとする。

―対策の基本方針・目標―

1. 市は、「自らの命は自らが守る」とういう考えのもと、災害の

状況に応じて「⽴退き避難」に限らず、「近隣の安全な場所への

避難」や、「屋内安全確保」といった適切な避難⾏動を市⺠がと

れるよう努めるものとする。

2. 市は、避難勧告等を発令するにあたり、対象地域等の適切な

設定等に留意するとともに、避難勧告、避難指示（緊急）及び災

害発生情報を夜間に発令する可能性がある場合には、避難⾏動を

とりやすい時間帯における避難準備・高齢者等避難開始の発令に

努めるものとする。

3. 市は、避難勧告の発令の際には、避難場所を開設しているこ

とが望ましいが、避難のためのリードタイムが少ない局地的かつ

短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難勧告を発令するものとす

る。

4. 要配慮者利⽤施設の所有者⼜は管理者は、避難準備・高齢者

等避難開始が発令された場合、避難確保計画に基づき、迅速に利

用者を避難させるものとする。

災害対策基本法

等の改正

196 第１ 避難⾏動の原則 第１ 避難⾏動の原則 災害対策基本法

等の改正避難情報の対象とする避難⾏動については、「⾃らの命は

⾃らが守る」という考えのもと、以下の⾏動を避難⾏動と

している。市⺠・施設管理者等は、ハザードマップ等を基

に、避難情報が発令されたときの避難⾏動をあらかじめ考

えておく必要がある。なお、親戚や友人の家等の自主的な

避難場所へと⽴退き避難する場合には、それらの安全性を

ハザードマップ等であらかじめ確認しておくとともに、そ

の場所までの移動時間を考慮して⾃ら避難⾏動開始のタイ

ミングを考えておく必要がある。

また、安全な場所にいる⼈まで避難場所に⾏く必要がない

こと、避難先として安全な親戚・知⼈宅等も選択肢として

あること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」す

べきこと等の避難に関する情報の意味を理解しておく必要

がある。

(略)

避難勧告等の対象とする避難⾏動については、「⾃らの命は

⾃らが守る」という考えのもと、以下の⾏動を避難⾏動とし

ている。市⺠・施設管理者等は、ハザードマップ等を基に、

避難勧告等が発令されたときの避難⾏動をあらかじめ考え

ておく必要がある。なお、親戚や友人の家等の自主的な避難

場所へと⽴退き避難する場合には、それらの安全性をハザー

ドマップ等であらかじめ確認しておくとともに、その場所ま

での移動時間を考慮して⾃ら避難⾏動開始のタイミングを

考えておく必要がある。

(略)
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項 修正後 修正前 根拠

(2) 屋内安全確保 (2) 屋内安全確保 災害対策基本法

等の改正その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移

動

「建物内への安全な場所」で待避

(3) 緊急安全確保 (3) (新設) 災害対策基本法

等の改正
⾃宅・施設等の少しでも浸⽔しにくい⾼い場所に緊急的に

移動したり、近隣の相対的に⾼く堅牢な建物等への緊急的

な移動

(新設)

第２ 待避所等の開設・運営 第２ 待避所等の開設・運営 災害対策基本法

等の改正市は、気象情報、水位情報等から避難情報の発令の可能性

を検討し、状況に応じて以下の待避所等を適切に開設する

ものとする。

市は、気象情報、水位情報等から避難勧告等の発令の可能性

を検討し、状況に応じて以下の待避所等を適切に開設するも

のとする。

１ 待避所 １ 待避所 災害対策基本法

等の改正(1) 待避所の開設 (1) 待避所の開設

市は次の①又は②の状況が発生する等、待避所の開設が必

要と認められる場合、待避所を開設する。

① 気象警報が発表され、市が台⾵の暴⾵域に⼊ることが

⾒込まれるとき

② 住⺠からの避難に関する問い合わせが多数寄せられて

いる

また、避難指⽰等を発令する場合、待避所の増設を検討す

る。

市は、避難勧告等を発令する可能性が⾼い場合、避難者が安

全に避難するため、大雨になる前に待避所を開設する。

また、避難勧告等を発令する場合、待避所の増設を検討する。
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項 修正後 修正前 根拠

198 第 3 避難に関する情報 第 3 避難に関する情報 災害対策基本法

等の改正■５段階レベルの警戒レベルを用いた避難情報

警戒レベル 1・2は気象庁が、警戒レベル 3・4・5は市が発

令します。情報は警戒レベル 1~5 の順番で発表されるとは

限りません。

※1市が災害の状況を確実に把握できるものではない等の

理由から、警戒レベル 5は必ず発令されるものではない。

※2警戒レベル 3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段

の⾏動を⾒合わせ始めたり、危険を感じたら自主的に避難す

るタイミングである。

警戒レベ

ル

発令される情報ととるべ

き⾏動

防災気象情報(国、

県が発表)

５

緊急安全確保米1

命の危険、直ちに安全確

保

警戒レベル５相当情

報 氾濫発⽣情報、

大雨特別警報等

４
避難指示

危険な場所から全員避難

警戒レベル４相当情

報

３

高齢者等避難米2

危険な場所から高齢者等

は避難

警戒レベル３相当情

報

氾濫警戒情報

氾濫情報 等

２
注意報

避難する際の⾏動を確認
―

１

警報級の可能性

最新の防災気象情報に注

意するなど、災害への心

構えを高める

―

■５段階の警戒レベルを用いた避難情報

警戒レベル 1・2は気象庁が、警戒レベル 3・4・5は市が発

令します。情報は警戒レベル 1~5 の順番で発表されるとは

限りません。

※1災害発⽣時に可能な範囲で発令

※2地域の状況に応じて緊急に、または重ねて避難を促す場

合などに発令

警戒レ

ベル

発令される情報ととるべ

き⾏動

防災気象情報(国、

県が発表)

５

災害発生情報※1

命を守るための最善の⾏

動をとる。

警戒レベル５相当情

報 氾濫発⽣情報、

大雨特別警報等

４

避難勧告・避難指示(緊

急)※2

危険な場所から全員避難

警戒レベル４相当情

報

３

避難準備・高齢者等避難

開始

避難に時間をを要する人

(高齢者等)は危険な場所

から避難

警戒レベル３相当情

報

氾濫警戒情報

氾濫情報 等

２
注意報

避難する際の⾏動を確認
―

１

警報級の可能性

最新の防災気象情報に注

意するなど、災害への心

構えを高める

―

199 第４ 避難情報の発令 第４ 避難勧告等の発令 災害対策基本法

等の改正避難情報の発令に際には、避難場所等を開設している事

を原則とするものとする。

避難勧告等の発令に際には、避難場所等を開設している

事を原則とするものとする。

１ 避難情報発令の実施者 １ 避難勧告等の実施者
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項 修正後 修正前 根拠

避難情報を発すべき権限のある者は、各法律によって次

のように定められているが、市⻑を中⼼として、相互に

連携をとりながら実施するものとする。

避難勧告等を発すべき権限のある者は、各法律によって

次のように定められているが、市⻑を中⼼として、相互に

連携をとりながら実施するものとする。
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項 修正後 修正前 根拠

■避難情報の発令権者及び要件

発令権者 避難のための⽴退きの指示を

⾏う要件

根拠法令

市⻑ ○災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合において、人

の生命又は身体を災害から保

護し、その他災害の拡大を防止

するため特に必要があると認

めるとき

災害対策基本

法第 60 条第

1 項

知事 ○災害の発⽣により市⻑がそ

の全部⼜は⼤部分の事務を⾏

うことができなくなったとき

災害対策基本

法第 60 条第

5 項

警察官 ○市⻑が避難のための⽴ち退

きを指示することができない

と認められるとき

○市⻑から要求があったとき

災害対策基本

法第 61 条

⼈の⽣命若しくは⾝体に危険

を及ぼすおそれのある天災等、

特に急を要するとき

警察官職務執

⾏法第 4 条

災害派遣を

命じられた

部隊等の自

衛官

○⼈の⽣命若しくは⾝体に危

険を及ぼすおそれのある天災

等、特に急を要する場合で、そ

の場に警察官がいないとき

自衛隊法第

94 条

知事又は知

事の命を受

けた県職員

○洪⽔により著しい危険が切

迫していると認められるとき

水防法第 29

条

○地すべりにより著しい危険

が切迫していると認められる

とき

地すべり等防

止法第 25 条

⽔防管理者
○洪⽔により著しい危険が切

迫していると認められるとき

水防法第 29

条

■避難勧告等の発令権者及び要件

発令権者 避難のための⽴退きの勧告・

指示を⾏う要件

根拠法令

市⻑ ○勧告︓災害が発⽣し、⼜は発

生するおそれがある場合にお

いて、人の生命又は身体を災害

から保護し、その他災害の拡大

を防止するため特に必要があ

ると認めるとき

○指⽰︓急を要すると認めると

き

災害対策基本

法第 60 条第

1 項

知事 ○災害の発⽣により市⻑がそ

の全部⼜は⼤部分の事務を⾏

うことができなくなったとき

災害対策基本

法第 60 条第

5 項

警察官 ○市⻑が避難のための⽴ち退

きを指示することができない

と認められるとき

○市⻑から要求があったとき

災害対策基本

法第 61 条

⼈の⽣命若しくは⾝体に危険

を及ぼすおそれのある天災等、

特に急を要するとき

警察官職務執

⾏法第 4 条

災害派遣を

命じられた

部隊等の自

衛官

○⼈の⽣命若しくは⾝体に危

険を及ぼすおそれのある天災

等、特に急を要する場合で、そ

の場に警察官がいないとき

自衛隊法第

94 条

知事又は知

事の命を受

けた県職員

○洪⽔により著しい危険が切

迫していると認められるとき

水防法第 29

条

○地すべりにより著しい危険

が切迫していると認められる

とき

地すべり等防

止法第 25 条

⽔防管理者
○洪⽔により著しい危険が切

迫していると認められるとき

水防法第 29

条

災害対策基本法

等の改正
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項 修正後 修正前 根拠

199 ２ 避難情報発令の流れ ２ 避難勧告等発令の流れ
災害対策基本法

等の改正

ア 都市対策部は、水位状況や堤防等の河川施設の状況等を

常時監視するとともに、必要に応じてパトロールを強化し、

危険な箇所を発⾒した場合には、速やかに総括対策部に報告

する。

イ 総括対策部は、災害の危険性がある区域等のうち、避

難の必要が認められる地域を選定し、市⻑に報告する。

ウ 市⻑は、避難の必要が認められる地域の市⺠等に対し

て避難情報を発令する。

エ 避難情報を発令する場合には、対象地域の市⺠等に伝

達・周知するとともに避難⾏動要⽀援者に対して、円滑か

つ迅速な避難ができるよう伝達・周知を徹底する。

ア 都市対策部は、水位状況や堤防等の河川施設の状況等

を常時監視するとともに、必要に応じてパトロールを強化

し、危険な箇所を発⾒した場合には、速やかに総括対策部

に報告する。

イ 総括対策部は、災害の危険性がある区域等のうち、避

難の必要が認められる地域を選定し、市⻑に報告する。

ウ 市⻑は、避難の必要が認められる地域の市⺠等に対して

避難勧告等を⾏う。

エ 避難勧告等を⾏う場合には、対象地域の市⺠等に伝

達・周知するとともに避難⾏動要⽀援者に対して、円滑か

つ迅速な避難ができるよう伝達・周知を徹底する。

200 ３ 避難情報の発令基準 ３ 避難勧告等の発令基準 災害対策基本法

等の改正
避難情報は、「浦安市避難情報の判断・伝達マニュアル」の

判断基準に基づき、気象情報や現場の状況等により、避難場

所への⽴退き避難や⾃宅での上層等に避難する屋内での待

避等について⼗分に加味し、総合的に判断して発令する。

避難勧告等は、「浦安市避難勧告等の判断・伝達マニュアル」

の判断基準に基づき、気象情報や現場の状況等により、避難

場所への⽴退き避難や⾃宅での上層等に避難する屋内での

待避等について⼗分に加味し、総合的に判断して発令する。

200 第５ 避難情報の伝達 第５ 避難勧告等の伝達
災害対策基本法

等の改正

201 第６ 避難情報の解除 第６ 避難勧告等の解除
災害対策基本法

等の改正

避難情報を発令した地域に避難の必要がなくなったときに

は、市⻑は、警察機関等との協議の上、避難情報を解除し、

その旨を公⽰するとともに知事に対する報告を⾏う。

避難勧告等を⾏った地域に避難の必要がなくなったときに

は、市⻑は、警察機関等との協議の上、避難勧告等を解除し、

その旨を公⽰するとともに知事に対する報告を⾏う。

203 第３節 水害対策(応急計画) 浦安市水防計画 第３節 水害対策(応急計画) ※浦安市水防計画 上位計画の修正

第１ 水防活動 第１ 水防活動

1 水防作業 １ 水防作業
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項 修正後 修正前 根拠

短時間強雨や集中豪雨により浸水被害が発生するおそれの

ある場合は、現場における活動のため庁内に排水対策本部

を設置し、消防本部と連携して護岸堤防、水門等の警戒・

巡視、排水機場の操作、ポンプによる排水、土のう積み等

の⽔防作業を⾏う。

また、江⼾川の増⽔による洪⽔、旧江⼾川、浦安海岸にお

ける⾼潮が発⽣した場合は、流域の⽔防管理団体等と連携

して⽔防活動及び危険区域への避難情報等の伝達を⾏う。

なお、洪水、津波、又は高潮のいずれにおいても、水防活

動活動に従事する者⾃⾝の安全確保に留意して⽔防活動を

実施するものとする。

短時間強雨や集中豪雨により浸水被害が発生するおそれの

ある場合は、現場における活動のため庁内に排水対策本部を

設置し、消防本部と連携して護岸堤防、水門等の警戒・巡視、

排水機場の操作、ポンプによる排水、土のう積み等の水防作

業を⾏う。

また、江⼾川の増⽔による洪⽔、旧江⼾川、浦安海岸におけ

る⾼潮が発⽣した場合は、流域の⽔防管理団体等と連携して

⽔防活動及び危険区域への避難情報等の伝達を⾏う。

204 第２ 救出・救護 第２ 救出・救護 災害対策基本法

等の改正２ 消防の活動 ２ 消防の活動

(1) 情報収集 (1) 情報収集

避難情報が発令された際には、防災関係機関との連絡を密

にし、情報収集に努める。また、災害の発生状況、水防活

動状況等については、関係機関と情報共有を図る。

(略)

避難勧告及び避難指示（緊急）が発令された際には、防災関

係機関との連絡を密にし、情報収集に努める。また、災害の

発生状況、水防活動状況等については、関係機関と情報共有

を図る。

(略)

205 第３ 災害救助法の適用手続き (新設) 災害対策基本法

等の改正市は、市域で大規模な災害が発生するおそれがあり、多数

の者の避難の実施の調整が必要となる等、他市町村や関係

機関との総合調整が必要となる場合において、国が災害対

策本部を設置した場合、災害救助法適用の手続き開始を検

討するものとする。

１．災害が発生するおそれがある段階での救助の種類

災害が発生するおそれがある段階での救助の種類は、次の

とおりである。

○ 避難所の供与

○ 避難⾏動要⽀援者等の輸送

※対策の内容は【震災編】応急・復旧計画 第 11 節「避

難対策」に準拠する。

(新設)

第 4 医療活動

(略)

第 3 医療活動

(略)

字句修正

第 5 避難所の開設・運営

(略)

第 4 避難所の開設

(略)

字句修正
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項 修正後 修正前 根拠

第 6 交通路の確保 第 5 交通路の確保 取組による修正

浦安警察署は、浸⽔の状況等を勘案して交通規制を⾏う。

市は、緊急輸送路、重要物流道路、代替補完路上に障害物が

ある場合は、撤去を⾏う。

国道、県道、⾼速道路についても、各道路の管理者が、道路

の点検及び応急復旧対策を⾏い、緊急輸送道路を優先して交

通の確保を⾏う。

※対策の内容は、【震災編】応急・復旧計画 第１０節「警

備・交通規制」、第１７節「ライフライン対策」に準拠する。

浦安警察署は、浸⽔の状況等を勘案して交通規制を⾏う。

市は、緊急輸送路上に障害物がある場合は、撤去を⾏う。

国道、県道、⾼速道路についても、各道路の管理者が、道路

の点検及び応急復旧対策を⾏い、緊急輸送道路を優先して交

通の確保を⾏う。

※対策の内容は、【震災編】応急・復旧計画 第１０節「警

備・交通規制」、第１７節「ライフライン対策」に準拠する。

206 第 7 要配慮者対策(在宅) 第 6 要配慮者対策(在宅) 災害対策基本法

等の改正
高齢者等避難が発令された場合、次の対応を⾏う。

(略)

避難準備・高齢者等避難開始が発令された場合、次の対応を

⾏う。

(略)

(2) 要配慮者利⽤施設の対策 (2) 要配慮者利⽤施設の対策 災害対策基本法

等の改正要配慮者利⽤施設の管理者は、施設の被災状況を点検し、被

災の状況に応じ、他の安全な避難所もしくは指定福祉避難所

へ避難誘導を⾏う。

要配慮者利⽤施設の管理者は、施設の被災状況を点検し、被

災の状況に応じ、他の安全な避難所もしくは福祉避難所へ避

難誘導を⾏う。

(3) 園児等への支援 (3) 園児等への支援 字句修正

市⽴幼稚園・認定こども園及び市⽴保育園は、気象情報等

から水害の危険が予測される場合、できるだけ早期に園児

を保護者に引き渡す。引き渡しができない園児は、保護者

に引き渡すまで保護を⾏う。

私⽴保育園、私⽴幼稚園についても、市は同様の対応を園

に要請する。

※対策の内容は、【震災編】応急・復旧計画 第 22 節

「要配慮者への支援」に準拠する。

市⽴幼稚園及び私⽴幼稚園は、気象情報等から水害の危険が

予測される場合、できるだけ早期に園児を保護者に引き渡

す。引き渡しができない園児は、保護者に引き渡すまで保護

を⾏う。

私⽴保育園、私⽴幼稚園についても、市は同様の対応を園に

要請する。

※対策の内容は、【震災編】応急・復旧計画 第２２節「要

配慮者への支援」に準拠する。

第 8 応援要請

(略)

第 7 応援要請

(略)

字句修正
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項 修正後 修正前 根拠

第 9 広域避難 (新設) 災害対策基本法

等の改正市は、市域の被害が広範囲にわたると予想される場合や発災後、

市域外への避難を緊急的かつ迅速に実施する必要が生じた場合

は、被災地外への広域避難を検討する。

※対策の内容は、災害応急・復旧計画【震災編】 第 11節「避

難対策」に準拠する。

(新設)

第 10 ⾏⽅不明者の捜索・遺体処理・⽕葬

(略)

第 8 ⾏⽅不明者の捜索・遺体処理・⽕葬

(略)

字句修正

第 11 生活救援

(略)

第 9 生活救援

(略)

字句修正

207 第 12 建築物対策 第 10 建築物対策 字句修正

１ 応急仮設住宅の供給 １ 被災住宅の応急修理

市は、住居を失った被災者のために応急仮設住宅を設置する。災

害救助法が適⽤された場合は、千葉県が実施する。

※対策の内容は、【震災編】応急・復旧計画 第１８節「建築物対

策」に準拠する。

市は、住宅の被害の状況に応じ、⾃らの資⼒では応急修理ができな

い被災者に対し、住宅の応急修理を⽀援する。

２ 被災住宅の応急修理 ２ 応急仮設住宅の供給 字句修正

市は、住宅の被害の状況に応じ、⾃らの資⼒では応急修理ができ

ない被災者に対し、住宅の応急修理を⽀援する。

市は、住居を失った被災者のために応急仮設住宅を設置する。災害

救助法が適⽤された場合は、千葉県が実施する。

※対策の内容は、【震災編】応急・復旧計画 第１８節「建築物対

策」に準拠する。

３ 公営住宅の建設等 (新設) 取組による修正

災害により住宅を滅失した被災者の居住の安定を図るため、災害

公営住宅の建設⼜は公営住宅の空き室の活⽤を図るものとする。

※対策の内容は、災害応急・復旧計画【震災編】第 18 節「建築

物対策」に準拠する。

(新設)

第 13 清掃・環境対策

(略)

第 11 清掃・環境対策

(略)

字句修正

第 14 ライフライン対策

(略)

第 12 ライフライン対策

(略)

字句修正

第 15 市⺠⽣活安定への⽀援

(略)

第 13 市⺠⽣活安定への⽀援

(略)

字句修正
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項 修正後 修正前 根拠

211 第 5節 雪害対策 第 5節 雪害対策 取組による修正

第 2 応急対策活動 第 2 応急対策活動

1 道路機能の確保 1 道路機能の確保

(1) 除雪 (1) 除雪

異常な積雪時には、緊急輸送路、重要物流道路、代替補完路の交

通確保を最優先とし、⼀般社団法⼈浦安建設業協⼒会等への応援

要請など機械及び⼈員を動員して集中的に除雪を⾏う。

除雪作業の実施にあたっては、職員の巡視による状況の把握を⾏

い、除雪路線を決めた上で主要道路の橋りょう等の坂道などから

作業を⾏う。

異常な積雪時には、緊急輸送路の交通確保を最優先とし、⼀般社団

法⼈浦安建設業協⼒会等への応援要請など機械及び⼈員を動員し

て集中的に除雪を⾏う。

除雪作業の実施にあたっては、職員の巡視による状況の把握を⾏

い、除雪路線を決めた上で主要道路の橋りょう等の坂道などから作

業を⾏う。

213 第 6節 火山災害対策 第 6節 火山災害対策 取組による修正

(略) (略)

―対策の基本方針・目標―

(略)

3. 除灰等は緊急輸送路、重要物流道路、代替補完路の交通確保

を最優先とし、機械及び⼈員を集中的に動員して⾏う。（状況に

応じて各駅前広場等を対策に加える）なお、応援が必要な場合は、

県へ応援を要請する。

(略)

―対策の基本方針・目標―

(略)

3. 除灰等は緊急輸送路の交通確保を最優先とし、機械及び⼈員

を集中的に動員して⾏う。（状況に応じて各駅前広場等を対策に

加える）なお、応援が必要な場合は、県へ応援を要請する。

(略)


